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第１回定例会会議録 

 

令 和 ８ 年  ２ 月 ２ ７ 日 （ 金 ） 

開  会  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

－－－日程第１  開会宣言－－－    

○議長（内堀喜代志君）   おはようございます。これより、令和８年第１回御代田町議会

定例会を開会します。  

 ただいまの出席議員は１４名、全員の出席であります。  

 理事者側も全員の出席であります。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。  

 

－－－諸般の報告－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。  

 内堀議会事務局長。  

（議会事務局長  内堀淳志君  登壇）    

○議会事務局長（内堀淳志君）   おはようございます。それでは諸般の報告で報告させて

いただきます。  

 書類番号１をお願いいたします。  

 諸般の報告  

 令和８年２月２７日  

 １．本定例会に別紙配布のとおり町長から議案２８件、報告３件、諮問１件が提

出されています。  

 ２．監査委員より監査報告が別紙のとおりありました。  

 ３．本定例会に説明のため町長ほか関係者に出席を求めました。  

 ４．本定例会における一般質問通告者は、山浦久人議員ほか８名であります。  

 ５．閉会中における報告事項は別紙のとおりです。  

 次の２ページから２５ページまでは、監査委員の例月現金出納検査報告書及び定

期監査報告書ですので、後ほどご覧ください。  

 ２６ページの閉会中の報告事項につきましては、全員協議会の折に報告いたしま
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すので、この場においては省略いたします。  

 以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   以上をもって、諸般の報告を終わります。  

 

－－－日程第２  会期決定－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２  会期決定の件を議題とします。  

 本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会を開催し、審議してありますので、

議会運営委員長より報告を求めます。  

 黒岩  旭議会運営委員長。  

（議会運営委員長  黒岩  旭君  登壇）    

○議会運営委員長（黒岩  旭君）   それでは報告いたします。  

 ２月２０日午前１０時より、議会運営委員会を開催し、令和８年第１回御代田町

議会定例会に提出の議案、一般質問等について審議日程等を決定したので、報告い

たします。  

 本定例会には町長から提出された案件は、議案２８件、報告３件、諮問１件の計

３２件であります。一般質問の通告者は９名であります。  

 これにより、会期は、本日より３月１３日までの１５日間とすることに決定いた

しました。  

 次に、審議日程につきましては、書類番号１、２７ページをご覧ください。  

 令和８年第１回御代田町議会定例会会期及び審議予定表  

 第  １日   ２月２７日  金曜日  午前１０時  開会  

                       諸般の報告  

                       会期の決定  

                       会議録署名議員の指名  

                       町長招集の挨拶  

                       議案上程  

                       議案説明  

 第  ２日   ２月２８日  土曜日        議案調査  

 第  ３日   ３月  １日  日曜日        議案調査  

 第  ４日   ３月  ２日  月曜日  午前１０時  一般質問  
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 第  ５日   ３月  ３日  火曜日  午前１０時  一般質問  

 第  ６日   ３月  ４日  水曜日        休会  

 第  ７日   ３月  ５日  木曜日  午前１０時  議案に対する質疑  

                       議案の委員会付託  

 第  ８日   ３月  ６日  金曜日  午前１０時  総務福祉文教常任委員会  

 第  ９日   ３月  ７日  土曜日        休会  

 第１０日   ３月  ８日  日曜日        休会  

 第１１日   ３月  ９日  月曜日  午前１０時  総務福祉文教常任委員会  

 第１２日   ３月１０日  火曜日  午前１０時  町民建設経済常任委員会  

 第１３日   ３月１１日  水曜日  午前１０時  町民建設経済常任委員会  

 第１４日   ３月１２日  木曜日  午前１０時  全員協議会  

 ２８ページをご覧ください。  

 第１５日   ３月１３日  金曜日  午前１０時  委員長報告  

                       質疑  

                       討論  

                       採決  

                       閉会  

 続いて、常任委員会、全員協議会の会場、時間について報告します。  

 ２８ページの中段をご覧ください。  

 常任委員会開催日程  

 総務福祉文教常任委員会  

     ３月  ６日  金曜日  午前１０時  委員会室  

     ３月  ９日  月曜日  午前１０時  委員会室  

 町民建設経済常任委員会  

     ３月１０日  火曜日  午前１０時  委員会室  

     ３月１１日  水曜日  午前１０時  委員会室  

 全員協議会開催日程  

     ３月１２日  木曜日  午前１０時  委員会室  

 以上で報告を終わります。  

○議長（内堀喜代志君）   ただいま議会運営委員長から報告のありましたとおり、本日よ
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り３月１３日までの１５日間としたいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。  

 よって、本定例会の会期は、本日より３月１３日までの１５日間と決定しました。  

 

－－－日程第３  会議録署名議員の指名－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３  会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において  

 ７番  山浦久人議員  

 ８番  山本今朝和議員  

 を指名します。  

 

－－－日程第４  町長招集あいさつ－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第４  町長より議会招集の挨拶を願います。  

 小園町長。  

（町長  小園拓志君  登壇）    

○町長（小園拓志君）   議員の皆様には、年度末を前に何かとお忙しい時期にもかかわら

ず、ご出席を賜り、令和８年第１回御代田町議会定例会が開会できますことに心か

ら感謝を申し上げます。  

 まず、改めてお知らせしたいことでございますが、来週開幕するミラノコルティ

ナパラリンピック、カーリング競技のミックスダブルスに出場する中島洋治選手に

ついてであります。中島選手は、御代田町内に本社を構えるミネベアミツミの所属

でありまして、２０１０年にはバンクーバーパラリンピックにも出場経験がありま

す。  

 昨年２月イギリスで開催された世界選手権では、今回同じくペアで出場する小川

選手とともに金メダルを獲得し、ほかの競技をあわせた日本勢全体の中で最初に今

回のパラリンピックに実質的に出場を決めた選手でもあります。  

 元日には御代田町内で、また先日軽井沢町内でそれぞれ壮行会も開かれ、両方私

も出席してまいりました。世界選手権での頂点に続いてパラリンピックでの金メダ
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ルにも大きな期待がかかるところです。特にミックスダブルスは今回初めて正式種

目に採用されたので、制覇すると初代金メダリストになります。  

 先日発行した広報やまゆり３月号には、３月４日から毎日行われる試合の開始時

刻を一覧で掲載させていただいております。ぜひとも町民全体で応援し、中島選手

の活躍を後押ししたいと思います。試合開始日には役場正面に懸垂幕も掲示する予

定であります。  

 それでは、令和８年度予算編成について申し上げます。  

 令和８年度は、第６次御代田町長期振興計画──特に前期基本計画──の初年度

であります。新年度予算の編成では、新しい長期振興計画のテーマである「未来へ

つなぐ  サステナブルタウン  御代田」を目指したまちづくりを心がけました。既

存事業はもちろんのこと公約に基づく事業の充実や必要に応じた見直しが望まれて

いる現状から、柔軟な予算措置により町民の生活を支援できるよう進めてまいりま

す。また、令和７年度に引き続き、庁内ＤＸに関連する予算計上も見込まれること

から、業務の効率化、労働生産性の向上に努め、新たな住民サービスを展開できる

よう、予算編成に取り組んでまいりました。  

 これらの予算編成方針のほか、私から各課職員に対し、４つのお願いについて話

をいたしました。  

 一つ目として、「町制７０周年について」であります。  

 昭和３１年に町制を施行し、本年９月３０日に７０年となります。町制施行

７０周年の記念式典をメインに町全体で各種企画を検討するよう指示したところで

あります。  

 二つ目は、「猛暑対策と過疎対策について」です。  

 猛暑対策については、今進行中の令和７年度から取り組んでおりますけれども、

引き続き大きな予算を伴う体育館の冷房整備から小さなものまで幅広い対応を指示

したところです。  

 過疎対策については、今後、地域懇談会などで意見聴取を進める中で、その結果

を踏まえて何が対策できるかを考えていくこととしています。  

 ３つ目は、「地域おこし協力隊の活用」です。  

 今年度は２名を採用しましたが、引き続き、国の財源を上手に使いながら、町の

事業を前に進められるように各課に検討するように指示しました。  
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 ４つ目は、「元気づくり支援金の活用」です。  

 これは県のお金ですね。令和７年度から支援金の採択基準が変更され、採択の条

件が厳しくなりましたけれども、依然として補助率が高いなど有利な制度であるた

め、活用を促しました。  

 令和８年度当初予算では、このような有利な財源を活用するとともに、新たな分

野への猛暑対策や、気候変動による大雨災害対策等、近年の大きな課題に即応する

施策に着手します。  

 子育て施策では、やまゆり保育園と雪窓保育園のトイレの快適化や手洗い場の改

善などの施設改修や、民間保育所等の保育体制強化に対する補助を実施してまいり

ます。  

 ここで、一般会計における主要事業として、７事業について紹介させていただき

ます。  

 一つ目でありますが、「都市構造再編集中支援事業」、金額にして４億８１１万

円であります。  

 令和５年度から９年度を計画期間とした都市構造再編集中支援事業は、新年度で

４年目を迎えます。東原西軽井沢線、塩野御代田停車場線等の都市機能の基幹とな

る道路整備を実施します。今年度から工事を進めている町道東原西軽井沢線は、御

代田佐久線の中山歯科クリニック付近から一里塚国道線──これ一里塚国道線とい

うのは、町中と桜ケ丘団地を結んでいる道路ですね──までの区間の３３０ｍが来

年４月にいよいよ──全体としては一部でありますけれども、この３３０ｍが供用

開始となる見込みであります。  

 二つ目に、猛暑対策事業であります。金額にしまして３億６ ,３３１万円。これ

も大きい金額であります。  

 近年の猛暑は冷涼な御代田町においても例外ではなく、ここ数年、その対策に力

を入れているところです。  

 この大きな二つ目の中の①としまして、「小学校体育館への冷房設備の設置」で

あります。  

 令和８年度は、北・南の両小学校体育館に冷房設備を設置いたします。小学校体

育館は建設年度が古く、断熱対策が十分でないことから、併せて実施をし、一定の

効果が得られるような対策を教育委員会にお願いしました。  
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 これにより、屋内でも児童が熱中症の心配なく安心して運動ができるようになり

ます。また、学校体育館は災害時に避難所として活用されることから、その機能強

化が図られることになります。  

 事業費は、設計監理委託料と工事請負費を合せて北小学校が１億２ ,２１１万円、

南小学校が１億２ ,４７６万円を計上しております。財源につきましては、避難所

の機能強化でもあることから、緊急防災・減災事業債で計上してありますが、学校

施設環境改善交付金の補助対象事業費の上限額が令和８年度分から引き上げられた

ことから、この北小と南小の両方の事業が、この上限額の範囲に入ってまいります。

そうしたところ、緊急防災・減災事業債よりも一般財源の支出を抑えられることか

ら、まずは交付金の獲得に向け努めてまいります。交付が決定した際には、財源変

更について補正予算で対応してまいります。  

 なお、工事中は体育館内に足場の設置が必要なことから、体育館の使用ができな

くなるなど、児童や保護者の皆様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただき

ますようにお願い申し上げます。  

 ②としまして、「中学校武道場への冷房設備の設置」であります。  

 今年度は、小学校に先立ちまして、中学校体育館の冷房設備設置工事を実施しま

したが、より一層の熱中症対策と避難所機能強化の観点から、中学校武道場に冷房

設 備 を 設 置 い た し ま す 。 事 業 費 は 、 設 計 監 理 委 託 料 と 工 事 請 負 費 を 合 せ て

６ ,３７４万円を計上しております。財源については、両小学校同様と考えており

ます。交付金の獲得をまず目指すということ。それがかなわなかったとしても、緊

急防災・減災事業債でかなり有利な起債を使えるという状況であるということにな

ります。  

 ③としまして、「消防団詰所への冷房設備設置」であります。  

 消防団詰所は、消防団の皆さんが分団会議や台風の接近時など災害発生の恐れが

あるときに迅速に対応できるよう待機する場所として、年間を通して使用する場所

となっております。  

 これまで、消防団員の皆様がより活動しやすい体制を整えるべく、老朽化した詰

所から順次、新たな施設の整備を進めてまいりましたが、エアコン設備については

未設置の状況でございました。分団によっては、分団独自でつけたところはあるよ

うですけれども、町としてつけたところはないという状況であります。  
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 しかしながら近年は、夏場の日中はもとより、夜間においても気温が下がらない

日が増えているのは皆さんご実感のとおりであります。活動のために詰所で待機す

る団員の体調管理が懸念されておりました。  

 こうしたことから、猛暑対策として全ての詰所にエアコンを設置いたします。各

地区の活動拠点である詰所の環境改善を図ることで、消防団員の皆様が万全の状態

で活動できるよう、しっかりと支援してまいります。事業費は１５４万円を計上し

ております。  

 大きな３つ目でありますけれども、「新社会体育施設測量設計委託料ほか」とい

うことで１億３９５万円の計上です。  

 Ｂ＆Ｇ海洋センターやヘルスパイオニアセンターは老朽化が著しく、また、多様

化する町民の皆様のスポーツニーズに応えるための対応が必要となっています。現

在、利用者が安全で快適に、そして年間を通じてスポーツ活動に親しめる新たな社

会体育施設建設に向けて、基本計画の作成に取り組んでおります。  

 この基本計画を受けて、令和８年度には設計業務を予定しており、基本設計・実

施設計のほか、用地測量なども含めた委託料として１億３９５万円を計上いたしま

した。財源につきましては、国の地域未来交付金──これは補助率２分の１のもの

でありますが、こちらを予定しているところであります。  

 大きな４つ目としては、「しなの鉄道アンダーパス冠水センサー設置工事」

１ ,５２８万円であります。  

 いわゆるシチズン通りから西軽井沢方面に抜けるしなの鉄道アンダーパスにおい

て、冠水対策事業を実施いたします。  

 令和６年８月７日の短時間豪雨──これは町内に農地など大きな被害をもたらし

た豪雨でありましたが、この際、当該のアンダーパスが冠水し、車両１台が立ち往

生する事態となりました。近年増加傾向にある、こうしたゲリラ豪雨に対し、職員

によるパトロールと目視確認を経てからの通行止めでは、対応が後手に回る恐れが

あります。そこで、冠水センサーによるリアルタイム監視を行い、危険水位を察知

した瞬間に電光表示器等で通行止め情報を周知するシステムを構築いたします。財

源につきましては、先ほどの体育館でも申し上げましたが、同じ国の地域未来交付

金（補助率２分の１）を予定しているところです。  

 本事業の検討に当たりまして、御代田町に本社を構えるミネベアミツミ株式会社
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様より、システムの核となる冠水センサーをはじめ、親機、監視カメラ、道路灯を

ご寄贈いただくという大変ありがたい申し出をいただきました。世界に誇る技術を

持つ同社からご寄贈いただいたセンサーを活用し、町民の皆様の命と安全を守れる

ことは、大変喜ばしいことであります。当町の導入が先進的なモデルケースとなり、

今後、同社の優れた製品が全国の防災課題の解決に広く活用されていくことを強く

期待しております。  

 大きい５番目となりますが、 「町制施行７０周年記念事業 」、金額にして

６５５万円であります。本年９月３０日、御代田町は小沼村、御代田村、伍賀村の

３村合併から７０年の節目を迎えます。この７０年の歩みは、先人たちが築いてこ

られた歴史と伝統を受け継ぎながら、町民の皆様とともに今日の御代田町を形づく

ってまいりました。  

 この記念すべき節目を祝し、御代田町町制施行７０周年として、１０月４日に記

念式典を開催し、併せて記念講演会などを予定しております。また、７０周年の記

念ロゴにつきましては、一般公募のほか御代田中学校の生徒からも作品を募集し、

幅広い世代の皆様に参加いただきたいと考えております。さらに、町主催の事業だ

けでなく、商工会や観光協会のご協力をいただきながら、町民の皆様とともにこの

節目の年を盛り上げてまいりたいと考えております。  

 ということで、大きい５つですが、猛暑対策のところで３事業ご説明しましたの

で、これが主要の７事業ということになるわけであります。  

 さて、本定例会に提案しました案件は、専決処分事項の報告１件、事件案７件、

条例案７件、当初予算案９件、補正予算案５件、報告事項２件、諮問１件の、計

３２件であります。  

 専決処分事項の報告については、「町道長坂２号線における車両損傷事故に係る

損害賠償について」です。  

 こちらは、昨年の１１月１７日に発生しました町道長坂２号線における車両損傷

事故について、本年１月６日に示談が成立し、同日付で専決処分した旨報告申し上

げます。  

 事件案は７件です。１件目の「しなの鉄道線御代田・平原間源平橋補修工事委託

に係る施行協定の変更について」は、工事内容の変更に伴い協定金額を減額するも

のであります。５ ,０００万円以上の工事契約の変更であるため、議会の議決をお
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願い申し上げます。  

 ２件目から６件目は、「公共施設の指定管理者の指定について」です。  

 まず、既存の施設に関しては、この５件のうち４議案についてご提案いたします。  

 まず、塩野コミュニティセンターの分、また、ハートピアみよたの分、３つ目が

草越集会所ほか４施設の分、そして馬瀬口創作館の分、これが議案としては４件で

ありまして、施設の数としては８施設に関するものということになります。  

 これらは今月３１日をもって指定期間が満了となりますけれども──これは間違

いですね、今月ではなく３月ですね。３月３１日をもって指定期間が満了となりま

すが、４月１日からの５年間につきましても、引き続き現行の団体を指定管理者と

して指定いたしたく、議会の議決をお願いするものであります。  

 また、新規として１件ありますのが、町消防団第９分団詰所であります。これは、

昨年１１月に新設した施設であります。こちらにつきましては、詰所の所在区であ

る西軽井沢区を新たに指定管理者に指定いたしたく、併せて議決をお願いいたしま

す。  

 ７件目は、「町道の路線認定について」です。  

 開発行為により整備され、町が帰属を受けた、また、本年度中に受ける予定とな

っている「大久保２号線」・「分杭２号線」・「向原３８号線」の３つの路線認定

について、道路法の規定に基づき、議会の議決をお願いいたします。  

 条例案７件の主なものについて申し上げます。  

 まず、「御代田町表彰条例の一部を改正する条例案について」は、表彰期日とし

て定められております９月３０日の合併記念日を町制施行日に名称を変更し、必要

に応じて時期を変更できるよう改正するものです。  

 次に、「御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例案について」です。  

 応募者が定員を上回る場合は、条例第８条の規定に基づき、公開抽選により使用

者を決定することとなっております。最近は、大変契約駐車の需要が増えておりま

して、令和８年度の公募では、年度当初から公開抽選となる見込みであります。現

在契約している方の急激な生活環境の変化を避けるため、更新枠を設け幅広い運用

ができるように改正するものです。  

 続いて、「御代田町消防団詰所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例案について」は、昨年１１月に町消防団第９分団詰所を西軽井沢公民館敷地内に
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新設したことは先ほど申したとおりでありますが、それに伴い、詰所の名称と位置

を加えるものです。  

 「御代田町宿泊税交付金基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定案につい

て」は、長野県が６月から新たに導入する宿泊税について、税収の最大２分の１が

市町村へ配分されることとなっております。配分されるこの交付金を基金に積み立

て、観光振興を図る事業を実施する際の財源とするため、新たにこの基金を創設す

るものであります。  

 続いて、予算案について申し上げます。  

 令和８年度一般会計の予算総額は９８億６ ,３５３万円で、前年度に比べ３億

２ ,１６５万円、３ .４％の増額となりました。昨年も過去最大と申し上げた覚えが

ありますけれども、それを上回る金額となります。  

 小中学校や消防団詰所へのエアコン設置をはじめ、新たに農業分野への猛暑対

策・環境対策の施策や、役場窓口手続の利用者負担を軽減する取り組みにも着手し

てまいります。  

 生活インフラ関係では、都市計画道路東原西軽井沢線の一部が供用開始というこ

とも先ほど申し上げました。  

 子育て施策では、子育て支援センター業務の本格稼働とともに、施設整備や保育

園・幼稚園等の労働環境、また子どもたち、保護者のウエルネスにも資するような、

そういったところにフォーカスした支援を実施してまいります。  

 また、新社会体育施設建設に向けた設計業務に着手するなど、未来に向けたイン

フラ整備に投資してまいります。  

 主な歳入では、まず柱であります町税が２８億９ ,３１０万円の計上です。これ

は、前年度に比べ２億１ ,３８３万円の増額となっております。給与所得の増等に

よる個人町民税の増額が主な要因と考えられます。また、国からの地方交付税、こ

れは需要額から収入額を引いた、その差額が国から渡される、これが地方交付税で

ありますけれども、国の税収もかなり今増えているところから、財政見通し、かな

り金額が大きくなっております。  

 こういったことから、増額を見込みまして１７億３ ,５７３万円、前年度に比べ

１億７８７万円の増額を計上したところであります。  

 国庫支出金は１１億７ ,３５９万円で、前年度に比べ２億４ ,６３４万円の減額と
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なりました。うち国庫補助金は２億７ ,１９０万円の減額となっています。要因と

しましては、町道東原西軽井沢線の整備について、橋梁部──橋ですね。橋の構造

を箱型函渠──ボックスカルバートとも言いますけれども、橋を造るよりも、この

ボックスカルバートに変更したことによって、事業費が大幅に安くなります。ここ

の大幅な減額及び都市構造再編集中支援事業の全体国費の充当率の調整によるもの。

これまで充当率が本来よりも高めに推移してまいりましたので、恐らく令和８年度

に関しては、この率を下げて、全体として元の割合、国の定める割合に調整してい

くということが必要となってまいりますので、これまで多かった分、少し減額をし

て調整するであろうということから、これも減ってくるであろうということであり

ます。  

 そして、あとは令和６年度から取り組んでいる行政システムの標準化に係るシス

テム改修等について、一部のシステム改修等を残すのみとなったこと、これで、令

和８年度で完了する見込みとなったことから減額となりました。  

 寄附金につきましては、ふるさと納税は前年度同様の６億円を計上いたしました。  

 基金繰入金につきましては、財政調整基金から１億９ ,２９１万円の繰入れを計

上しました。うち９ ,２９１万円は、ふるさと納税の町長お任せ分のうち、活用可

能なものを繰り入れております。これは昨年１０月の条例改正から可能になったも

のですので、その昨年１０月以降のものを該当するとして、この金額を盛るという

ことであります。  

 また、別途ふるさと創生基金──これはふるさと納税が原資でありますけれども、

さっき申し上げた以外の何らかの寄附者から使途の指定を受けたような基金があり

ますけれども、これが３億２４１万円の繰入れとなります。様々な町単独事業等の

財源に充当してまいります。  

 町債は９億３ ,９９０万円で、前年度に比べ８ ,３８０万円の増額です。北小学校、

南小学校の体育館及び中学校武道場のエアコン設置事業について緊急防災・減災事

業債３億１ ,０５０万円、土木費に関する公共事業等債３億７５０万円等を計上し

ております。  

 次に、歳出でありますが、全体的に物価高騰並びに人件費の高騰が反映されてい

ます。  

 各項目の主な歳出でありますが、総務費は１９億７ ,４０６万円で、前年度比
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８ ,６８８万円の増額となっております。  

 増額の主な要因は、書かない窓口システム、窓口案内システム等の導入関連経費

５ ,４７３万円、また地域活性化拠点整備事業──これは草越公民館建設関係経費

としてですが、９ ,６０３万円等によります。書かない窓口関連事業では、マイナ

ンバーカードを活用し、住所や名前などを申請書に書き込む手間を省き、番号発券

機等によりスムーズな案内が可能になります。職員の業務についてもデジタル化・

効率化を推し進めます。  

 民生費は３０億２ ,６７４万円で、前年度比３億３ ,３７６万円の増額です。町内

では初の整備となる小規模多機能型居宅介護事業所の整備への補助金５ ,０８２万

円の皆増のほか、トイレ快適化工事等としてやまゆり保育園で４ ,２９６万円、雪

窓保育園で３ ,９６９万円、大林児童館増築工事２ ,５３６万円等を計上しておりま

す。  

 衛生費は５億８ ,７１７万円で、前年度比４ ,３５４万円の増額です。浅麓環境施

設 組 合 の 負 担 金 に お い て 、 集 中 的 な 設 備 修 繕 や 労 務 費 の 増 加 な ど に よ り

３ ,１８４万円の増加、面替地区公民館建設等に関する面替地区地域振興負担金

１ ,５００万円の皆増等によるものです。  

 農林水産業費は２億４ ,９１６万円で、昨年度に比べ５ ,０５３万円の減額です。

雪窓湖の遊歩道整備事業３ ,０００万円、これが今年度なんですが、こちらが皆減

すること等によるものですが、新たな事業として、農業者の負担軽減及び環境に配

慮した生分解マルチ購入の普及促進を図るため、県の補助金を活用した実証に取り

組みます。また、農業従事者への猛暑対策として空調服などの購入に対する補助を

実施します。  

 商工費は２億４５７万円で、昨年度に比べ４２２万円の減額です。工業振興奨励

補助金で４ ,３５８万円の減額となっております。これは、令和８年度適用分から、

補助金制度から減税制度へ移行となったことによるものでありまして、この分は歳

入のほうで固定資産税４ ,３０１万円の減額を見込むということで調整をしており

ます。  

 土木費は１３億５ ,６９０万円で、昨年度に比べ３億８ ,８８６万円の減額です。  

 道路橋梁費では、都市構造再編集中支援事業としまして４億８１１万円を計上し

ています。東原西軽井沢線無電柱化共同溝工事の減等により、工事費で２億
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２ ,０００万円の減額です。  

 町単独の道路新設改良事業については１億３ ,１５０万円を計上し、水原七口線、

向原西ノ畑線などの道路改良工事等を実施します。  

 消防費は３億９ ,９０１万円で、昨年度に比べ５ ,９０９万円の減額となりました。

減額の要因としては、今年度ございました第９分団（西軽井沢）の詰所建築工事及

びトイレトラック導入経費、これらが皆減したということがありますけれども、一

方で、第６分団──これは栄町でありますが、こちらの積載車の更新１ ,１４０万

円、各分団詰所のエアコン設置等を進めてまいります。  

 教育費が大幅な増額になります。１２億８ ,２９２万円で、昨年度に比べ３億

７ ,４０５万円の増額となりました。北・南の両小学校体育館と中学校武道場のエ

アコン設置のほか、小学校ＧＩＧＡスクール学習用端末更新経費で５ ,５９４万円、

図書館の結露対策及び断熱性能向上のための窓枠改修工事３ ,４３８万円等を計上

しております。  

 特別会計については、６つの特別会計の総額は３３億３３万円となり、前年に比

べ９ ,１１０万円、２ .８％の増額となっております。  

 御代田財産区特別会計は、財産区の運営を継続するため、財産区管理会の総意で

財産管理委託費を半額にすることが決定されたため、４５１万円の減額、小沼地区

財産管理特別会計では引き続き保有土地の売却を見込む予算で２３３万円の増額、

国民健康保険事業勘定特別会計はこども・子育て支援納付金の新設及び高額療養費

の増加を見込み１ ,８１７万円の増額、介護保険事業勘定特別会計については保険

給付費の増加見込みから３ ,６８３万円の増額となっております。  

 次に、補正予算案は５件であります。  

 一般会計補正予算案（第９号）は、歳入歳出総額とも２億２ ,０２１万円を減額

し、合計１００億５ ,６４７万円とするものです。  

 主な歳入では、町税の法人町民税で企業の申告実績により５ ,５４６万円の減額、

普 通 交 付 税 は 人 件 費 増 に 対 す る 給 与 改 定 費 を 含 め た 追 加 交 付 に よ り １ 億

４ ,１１３万円の増額、国県補助金については定額減税に係る経費や土木事業費の

確定による減額補正のほか、国の補正予算に対応した繰越し前提で計上したものが

ございます。  

 総務費国庫補助金では戸籍システム改修関連で３８１万円、農林水産業国庫補助
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金では、七口池地震耐性評価事業において７２０万円の計上となっております。ふ

るさと納税寄附金は実績により４ ,０００万円を増額、企業版のふるさと納税はト

イレトラックへの寄附などにより８００万円の増額です。財政調整基金からの繰入

金は予備費とのバランスに鑑み、１億円を減額しております。  

 町債におきましては、事業の完了、事業費の減額、精査により、公共事業等債で

１億７ ,３４０万円の減額等を計上しております。  

 また、令和８年度に予定していた、しなの鉄道車両更新・設備等整備事業につい

て、国の令和７年度補正予算において補正予算債による収入のめどが立ったことか

ら予定を前倒ししまして、鉄道施設総合安全対策事業債１ ,１５０万円を繰り上げ

て計上しております。  

 歳出につきましては、歳入で説明しました繰越しに関連するものが３つございま

す。  

 総務費では、先ほど説明申し上げたしなの鉄道車両購入事業等が１ ,１６０万円、

戸籍附票システム改修事業等が３８１万円、農林水産業費では七口池地震耐震性評

価業務委託料が７２０万円であります。  

 そのほか総務費の基金積立金において、ふるさと納税のうち町長おまかせ分の昨

年１０月分から、こちらの金額を財政調整基金へ９ ,２９１万円積み立て、その分、

ふるさと創生基金積立金を減額しております。  

 また、普通交付税で追加交付のあった臨時財政対策債償還基金費を次年度以降の

臨時財政対策債返還経費に充てるため、減債基金へ４ ,２２２万円積立てするもの

であります。これは臨財債の償還のお金をあらかじめ国から町のほうに頂いている

ということでありますので、次年度以降の返済に充てていくという形になります。  

 土木費は都市再生整備計画事業費、東原西軽井沢線の久保沢川橋梁部の構造を、

先ほど申し上げましたとおり、箱型函渠工──ボックスカルバートに変更したこと

などから２億４ ,５２５万円の減額です。  

 その他は主に事業費の確定による補正となっております。  

 特別会計の補正予算につきましては、小沼地区財産管理特別会計では売却予定地

が売却できなかったことにより２ ,３５５万円の減額、その他、国民健康保険事業

勘定特別会計、介護保険事業勘定特別会計は事業費の確定などによる補正となって

おります。  
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 水道事業会計につきましては、事業費の確定などによる資本的収入７ ,０９１万

円の減額、資本的支出５ ,６０２万円の減額補正となります。  

 報告事項は２件で、御代田町土地開発公社の令和７年度第３回補正予算と令和

８年度事業計画及び予算の報告です。２月１３日に開催された理事会の議決を得ま

したので報告いたします。  

 諮問の１件は、「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」です。

法務大臣から委嘱されている当町の人権擁護委員４名のうち２名の任期が満了とな

るため、委員の推薦について、人権擁護委員法の規定により議会の意見を求めるも

のです。  

 以上、概要を申し上げましたが、詳細につきましてはそれぞれ担当課長が説明い

たしますのでご審議いただき、原案どおりのご採決をいただきますようお願い申し

上げまして、令和８年第１回御代田町議会定例会招集の挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   これより議案を上程します。  

 

－－－日程第５  報告第１号  専決処分事項の報告について  

（町道長坂２号線における車両損傷事故に係る損害賠償について）－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第５  報告第１号  専決処分事項の報告についてを議題と

します。  

 報告事項の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書の４ページをお願いいたします。  

 報告第１号  専決処分事項の報告について  

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決したの

で、同条第２項の規定により報告する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ５ページをお願いいたします。  

 専第２号  専決処分書  
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 地方自治法第１８０条第１項及び町長の専決処分指定事項について第１項の規定

により、町道長坂２号線における車両損傷事故に係る損害賠償の額を定め、和解す

ることについて、次のとおり専決処分する。  

令 和 ８ 年 １ 月 ６ 日  専 決 

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 １  事故発生日時  令和７年１１月１７日午前１０時頃  

 ２  事故発生場所  北佐久郡御代田町大字塩野字塩野山３７５番５５５地先（町

道  長坂２号線）  

 ３  事故の概要  上記日時および場所において、被害者が未舗装の町道を運転中、

路面に露出していた石の上を左後輪タイヤが通過した際にパンクしたものでござい

ます。現在は、その露出した石は撤去してあります。  

 ４  損 害 賠 償 額 は 、 修 理 費 と し て ４ 万 ９ ,５ ０ ０ 円 。 そ の う ち 、 町 が ２ 万

４ ,７５０円を全国町村会総合賠償補償保険により対応させていただきました。残

りは、事故の被害者が負担しております。  

 このたびは、大変申し訳ございませんでした。  

 以上のとおり報告いたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、報告事項の説明を終わります。  

 

－－－日程第６  議案第６号  しなの鉄道線御代田・平原間源平橋補修工事委託に係る  

施行協定の変更について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第６  議案第６号  しなの鉄道線御代田・平原間源平橋補

修工事委託に係る施行協定の変更についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書の６ページをお願いいたします。  

 議案第６号  しなの鉄道線御代田・平原間源平橋補修工事委託に係る施行協定の

変更について  

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

基づき、令和７年度国補道路メンテナンス事業で実施する、しなの鉄道線御代田・
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平原間源平橋補修工事に係る施工協定について、下記により変更協定を締結するた

め、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。  

 記といたしまして  

 第１回変更仮協定書  

 １  協定の目的  しなの鉄道線御代田・平原間源平橋補修工事に係る施工協定  

 ２  変更協定金額  １億３６４万８ ,４５７円は、当初協定金額より６７６万

９ ,５４３円の減額です。  

 減額の理由といたしまして、橋梁付近に設けました資材置場に鉄板を敷く予定で

ございましたが、不要となったことによる減、また、電車の見張り員が予定より減

ったことによる減額となります。これが主な理由となっております。  

 ３  工事期間  令和７年６月御代田町議会議決日の翌日、こちらは令和７年６月

１８日から令和８年３月３１日まで。  

 ４  協定の相手方  しなの鉄道株式会社代表取締役社長土屋智則氏です。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ７ページは、第１回変更仮協定書の写しでございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第７  議案第７号  御代田町コミュニティセンターの  

指定管理者の指定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第７  議案第７号  御代田町コミュニティセンターの指定

管理者の指定についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書８ページをご覧ください。  

 議案第７号  御代田町コミュニティセンターの指定管理者の指定について  

 下記の者を御代田町コミュニティセンターの指定管理者として指定したいから、

御代田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定によ
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り、議会の議決を求める。  

 記としまして  

 施設の名称  塩野地区コミュニティセンター  

 施設の所在  御代田町大字塩野７９９番地３  

 指定管理者  御代田町塩野区  

 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間としてお

ります。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 塩野地区コミュニティセンターにつきましては、この御代田町公の施設の指定管

理者の指定手続等に関する条例第５条、こちらは公募によらない指定管理者の候補

者の選定の規定に基づきまして、その性質上、地域の活力を積極的に活用した管理

を行うことにより、事業効果が期待できる塩野区を候補者として選定することとい

たしました。  

 なお、平成１８年から塩野区へ管理委託しております。現在まで問題なく管理を

実施していただいているところでございます。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 この際、暫時休憩します。再開はブザーにてお知らせします。  

（午前１１時００分）  

（休   憩）    

（午前１１時１３分）  

○議長（内堀喜代志君）   休憩前に引き続き、本会議を再開します。  

 

－－－日程第８  議案第８号  御代田町地域福祉センターの  

指定管理者の指定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第８  議案第８号  御代田町地域福祉センターの指定管理

者の指定についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀保健福祉課長。  
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（保健福祉課長  内堀浩行君  登壇）    

○保健福祉課長（内堀浩行君）   議案第８号  御代田町地域福祉センターの指定管理者の

指定について  

 下記の者を御代田町地域福祉センターの指定管理者として指定したいから、御代

田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、

議会の議決を求める。  

 記として、  

 施設の名称  御代田町地域福祉センター  

 施設の所在  御代田町大字御代田１７７２番地１  

 指定管理者  御代田町社会福祉協議会  

 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間です。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３月３１日で指定管理期間が満了となるため、引き続き、御代田町社会福祉協議

会へ指定するものでございます。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第９  議案第９号  御代田町消防団詰所の指定管理者の指定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第９  議案第９号  御代田町消防団詰所の指定管理者の指

定についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 中條消防課長。  

（消防課長  中條斉滝君  登壇）    

○消防課長（中條斉滝君）   議案書１０ページをご覧ください。  

 議案第９号  御代田町消防団詰所の指定管理者の指定について  

 下記の者を御代田町消防団詰所の指定管理者として指定したいから、御代田町公

の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、議会の

議決を求める。  

 記といたしまして  

 施設の名称  御代田町消防団第９分団詰所  
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 施設の所在  御代田町大字御代田４１０８番地４６７  

 指定管理者  御代田町西軽井沢区  

 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで５年間としており

ます。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 こちらは、御代田町消防団第９分団詰所を令和７年１１月に西軽井沢公民館敷地

内に新設したことに伴い、第９分団の地元地区である西軽井沢区を指定管理者とし

て指定しようとするものでございます。  

 説明は以上です。ご審議のほどお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１０  議案第１０号  御代田町農村研修施設の  

指定管理者の指定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１０  議案第１０号  御代田町農村研修施設の指定管理

者の指定についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川産業経済課長。  

（産業経済課長  浅川英樹君  登壇）    

○産業経済課長（浅川英樹君）   議案書の１１ページをご覧ください。  

 議案第１０号  御代田町農村研修施設の指定管理者の指定について  

 下記の者を御代田町農村研修施設の指定管理者として指定したいから、御代田町

公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、議会

の議決を求める。  

 記といたしまして、  

 施設の名称  １  御代田町転作促進研修施設東部地区集会所  

       ２  御代田町転作促進研修施設北部地区集会所  

       ３  御代田町転作促進研修施設南部地区集会所  

       ４  御代田町転作促進研修施設西部地区集会所  

       ５  御代田町麦、大豆生産振興センター  
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 以上、５つの施設におきまして、右側指定管理者欄に記載のとおり、各区を指定

管理者として指定をするものでございます。  

 指定の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間でござ

います。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１１  議案第１１号  御代田町農家高齢者創作活動施設の  

指定管理者の指定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１１  議案第１１号  御代田町農家高齢者創作活動施設

の指定管理者の指定についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川産業経済課長。  

（産業経済課長  浅川英樹君  登壇）    

○産業経済課長（浅川英樹君）   議案書の１２ページをご覧ください。  

 議案第１１号  御代田町農家高齢者創作活動施設の指定管理者の指定について  

 下記の者を御代田町農家高齢者創作活動施設の指定管理者として指定したいから、

御代田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定によ

り、議会の議決を求める。  

 記といたしまして、  

 施設の名称  御代田町高齢者創作館  

 施設の所在  御代田町大字馬瀬口６３２番地６  

 指定管理者  御代田町馬瀬口区  

 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間でござい

ます。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  
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○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１２  議案第１２号  町道の路線認定について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１２  議案第１２号  町道の路線認定についてを議題と

します。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書の１３ページをお願いいたします。  

 議案第１２号  町道の路線認定について  

 町道の路線を別紙のとおり認定したいので、道路法第８条第２項の規定により議

会の議決を求める。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 次の１４ページをご覧ください。  

 認定する路線でございます。  

 新規認定路線といたしまして、路線名、大久保２号線です。  

 １５ページの位置図と併せてご覧ください。西軽井沢公民館近くの宅地開発に伴

う開発地内の道路でございます。  

 起 点 は 大 字 御 代 田 字 大 久 保 ２ ５ ８ ６ 番 ６ ８ 、 終 点 は 大 字 御 代 田 字 大 久 保

２５８６番７４、延長は１００ .０ｍ、幅員は６ .０ｍ、路面は舗装です。  

 理由は、新規路線といたしまして、町道大久保大林線及び町道上ノ林大久保線に

接続する新規道路でございます。  

 続きまして、路線名、分杭２号線です。  

 １６ページの位置図と併せてご覧ください。  

 国道１８号軽井沢町境北側で、宅地開発に伴う開発地内の道路でございます。  

 起点は大字馬瀬口字分杭１５９７番４４７、終点は大字馬瀬口字分杭１５９７番

４５５、延長は８７ .３ｍ、幅員は６ .０ｍ、路面は舗装です。  

 理由といたしまして、新規路線、町道ベバリー５号線に接続する新規道路でござ

います。  
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 路線名、向原３８号線です。  

 １７ページの位置図と併せてご覧ください。  

 ＪＡ佐久浅間野菜集出荷センター北側の佐久水道企業団配水池西側で、宅地開発

に伴う開発地内の道路でございます。  

 起点は大字草越字向原１１７３番８４８、終点は大字草越字向原１１７３番

１４９８、延長は１１０ .０ｍ、幅員は４ .０ｍ、路面は舗装です。  

 理由は、新規路線としまして、町道向原７号線及び町道向原１７号線に接続する

新規道路でございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１３  議案第１３号  御代田町表彰条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１３  議案第１３号  御代田町表彰条例の一部を改正す

る条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀総務課長。  

（総務課長  内堀岳夫君  登壇）    

○総務課長（内堀岳夫君）   議案書１８ページをご覧ください。  

 議案第１３号  御代田町表彰条例の一部を改正する条例案について  

 御代田町表彰条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 １９ページの改め文をご覧ください。  

 本案につきましては、表彰期日として定められている９月３０日の御代田町合併

記念日を御代田町町制施行日に改め、必要に応じて時期を変更できるよう、ただし

書を加えるものです。  

 附則として、この条例は令和８年４月１日から施行します。  

 議案書２０ページが新旧対照表となっております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  
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○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１４  議案第１４号  一般職の職員の給与に関する条例等の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１４  議案第１４号  一般職の職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀総務課長。  

（総務課長  内堀岳夫君  登壇）    

○総務課長（内堀岳夫君）   議案書２１ページをご覧ください。  

 議案第１４号  一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案につ

いて  

 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出

する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２２ページからの改め文をご覧ください。  

 本案につきましては、一般職の職員の給与に関する条例、御代田町特別職の職員

で常勤の者等の給与に関する条例及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例案になります。  

 令和７年人事院勧告に基づき国に準じ人事院勧告どおり、令和８年度以降の期末

勤勉手当の支給月数の平準化と、一般職の職員に対する通勤手当の距離区分の新設

について改正するものでございます。  

 改正条例の構成は、３条立てとして、第１条では、まず、一般職の職員の通勤手

当において、片道６０ km以上の距離区分に、新たに５ km刻みで片道１００ km以上ま

での距離区分を新設します。  

 次に、期末手当の支給月数の平準化として、一般職は６月期１ .２５月、１２月

期１ .２７５月を、それぞれ１ .２６２５月に、特定幹部職員は６月期１ .０５月、

１２月期１ .０７５月を、それぞれ１ .０６２５月に、このほか定年前再任用短時間

勤務の職員の支給月数を改正するものでございます。  
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 また、勤勉手当の支給月数の平準化として、一般職は６月期１ .０５月、１２月

期１ .０７５月を、それぞれ１ .０６２５月に、特定幹部職員は６月期１ .２５月、

１２月期１ .２７５月を、それぞれ１ .２６２５月に、このほか定年前再任用短時間

勤務の職員の支給月数の改正を行うものです。  

 第２条では、特別職の職員で常勤の者等の期末手当の支給月数の平準化として、

６月期１ .７２５月、１２月期１ .７５月を、それぞれ１ .７３７５月に改正します。  

 第 ３ 条 で は 、 議 会 の 議 員 の 期 末 手 当 の 支 給 月 数 の 平 準 化 と し て 、 ６ 月 期

１ .７２５月、１２月期１ .７５月を、それぞれ１ .７３７５月に改正します。  

 附則として、この条例は、令和８年４月１日から施行します。  

 議案書の２４ページから２８ページは新旧対照表になっております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１５  議案第１５号  御代田町営駐車場条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１５  議案第１５号  御代田町営駐車場条例の一部を改

正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   議案書２９ページをご覧ください。  

 議案第１５号  御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例案について  

 御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３０ページの改め文をご覧ください。  

 現在、町営駐車場駅北・駅西の駐車場２か所ございますけども、こちらの契約駐

車については応募者が定員を上回る場合は、本条例第８条の規定に基づき、公開抽

選により使用者を決定することとなっております。  

 最近は契約駐車をされる方の需要が増えておりまして、令和８年度の公募では、
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年度当初から公開抽選となる見込みでございます。  

 現在、契約している方の急激な生活環境の変化を避けるため、更新枠を設け、幅

広い運用ができるようただし書を加える改正でございます。  

 附則として、この条例は令和８年４月１日から施行するとしております。  

 ３１ページは、新旧対照表でございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１６  議案第１６号  御代田町消防団員等公務災害補償条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１６  議案第１６号  御代田町消防団員等公務災害補償

条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 中條消防課長。  

（消防課長  中條斉滝君  登壇）    

○消防課長（中條斉滝君）   議案書３２ページをご覧ください。  

 議案第１６号  御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案に

ついて  

 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提

出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書３３ページ、改め文をご覧ください。  

 改正理由でございますが、本条例は御代田町消防団員や消防作業に従事した者等

に対する損害補償の額や内容を定めており、具体的な内容については、一般職の職

員の給与に関する法律に規定される俸給月額や一般職の地方公務員の補償制度等を

参考に政令が定められ、それを基に規定されております。  

 令和７年１２月に給与法の一部が改正され、損害補償の額の算定の基礎となる補

償基礎額及び扶養に係る補償基礎額の加算額について改正がなされ、これを受けて、

非常勤消防団員等に関する損害補償の基準を定める政令の一部が改正されます。上
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位法令が改正されることに伴いまして、本条例の一部について所要の改正を行うも

のでございます。  

 附則といたしまして、１に施行期日、２に経過措置を記載してございます。  

 議案書３４ページから３６ページが新旧対照表となってございます。  

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１７  議案第１７号  御代田町消防団詰所の設置及び管理に関する条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１７  議案第１７号  御代田町消防団詰所の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 中條消防課長。  

（消防課長  中條斉滝君  登壇）    

○消防課長（中條斉滝君）   議案書３７ページをご覧ください。  

 議案第１７号  御代田町消防団詰所の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例案について  

 御代田町消防団詰所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を、別紙

のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書３８ページ、改め文をご覧ください。  

 改正理由でございますが、本改正案は議案第９号で上程いたしました消防団詰所

の指定管理に関するものでございます。  

 御代田町消防団第９分団詰所を指定管理者に管理を委ねるため、本条例の一部に

ついて改正し、第３条の表中に第９分団詰所を加えようとするものでございます。  

 附則といたしまして、この条例は令和８年４月１日から施行するものとしており

ます。  

 ３９ページが新旧対照表となっております。  

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。  
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○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第１８  議案第１８号  御代田町印鑑の登録及び証明に関する条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１８  議案第１８号  御代田町印鑑の登録及び証明に関

する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林町民課長。  

（町民課長  小林達佳君  登壇）    

○町民課長（小林達佳君）   議案書４０ページをお願いいたします。  

 議案第１８号  御代田町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

案について  

 御代田町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとお

り提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ４１ページの改め文をご覧ください。  

 本条例案は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を

改正する法律により、電気通信事業法第１２条の２第４項が改正され、項ずれが生

じたことに伴い、関連する条例の一部を改正するものです。  

 改正内容は、第１０条第３項後段、ただし書中、電気通信事業法「第１２条の

２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改めます。  

 施行期日は、電気通信事業法の一部改正が公布の日から起算して１年を超えない

範囲内において政令で定める日から施行するとなっていることから、本条例も同様

の施行とします。  

 附則、この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の

一部を改正する法律の施行の日から施行する。  

 説明は以上となります。  

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  
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－－－日程第１９  議案第１９号  御代田町宿泊税交付金基金の設置、管理及び  

処分に関する条例の制定案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第１９  議案第１９号  御代田町宿泊税交付金基金の設置、

管理及び処分に関する条例の制定案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 浅川産業経済課長。  

（産業経済課長  浅川英樹君  登壇）    

○産業経済課長（浅川英樹君）   議案書の４３ページをご覧ください。  

 議案第１９号  御代田町宿泊税交付金基金の設置、管理及び処分に関する条例の

制定案について  

 御代田町宿泊税交付金基金の設置、管理及び処分に関する条例を制定する条例を、

別紙のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 本条例の制定につきまして、長野県では世界水準の山岳高原観光地として発展す

ることを目指し、観光資源の充実、旅行者の受入れ環境の整備、その他の観光の振

興を図る施策に要する費用に充てるため、令和７年３月に長野県宿泊税条例が制定

され、県が市町村において活用できる財源を徴収、配分する市町村交付金制度が創

設されました。  

 これにより、令和８年度から県税の活用可能額のうち２分の１が交付金として市

町村へ配分されることになります。  

 つきましては、配分されるこの交付金を基金に積み立て、観光振興を図る事業を

実施する際の財源とするため新たに本条例を制定するものでございます。  

 議案書の４４ページが制定案となります。  

 第１条、設置目的でございます。御代田町の観光振興を図る事業の財源に充てる

ことを設置目的としております。  

 第２条は、積立てでございます。基金として積み立てる額を一般会計歳入歳出予

算で定めることを規定しております。  

 第３条では管理を、第４条では運用益金の処理を、第５条では処分を、第６条で
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は繰替運用を、第７条では委任について規定をしております。  

 附則としまして、令和８年４月１日から施行としています。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２０  議案第２０号  令和８年度御代田町一般会計予算案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２０  議案第２０号  令和８年度御代田町一般会計予算

案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書４５ページをご覧ください。  

 議案第２０号  令和８年度御代田町一般会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和８年度御代田町一般会計予算を、

別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 次の議案書４７ページをご覧ください。  

 令和８年度御代田町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ９ ８ 億 ６ ,３ ５ ３ 万

３ ,０００円と定める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 （債務負担行為）  

 第２条  地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、「第２表  債務負担行為」による。  

 （地方債）  

 第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、記載の方法、利率及び償還の方法は、「第３表  地方債」に
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よる。  

 （一時借入金）  

 第４条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、１５億円と定める。  

（歳出予算の流用）  

 第５条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 第１号  各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 次の４８ページの「第１表  歳入歳出予算」につきましては、別ファイルになり

ます。資料番号１をご覧ください。こちらで説明してまいります。  

 令和８年度当初予算につきましては、第６次長期振興計画の初年度となります基

本構想に掲げた「未来へつなぐ  サステナブルタウン  御代田」を目指したまちづ

くりを推進するため、前期基本計画の各種施策及び分野横断の重点プロジェクトに

対応した関連経費を計上しております。  

 小中学校・消防団詰所へのエアコン設置、新たに農業分野への猛暑対策、環境対

策の施策や、役場窓口手続の利用者負担軽減を図る取組に関する経費を計上したほ

か、大雨災害の激甚化に備えてアンダーパス冠水センサーの設置、新社会体育施設

建設に向けた設計業務などのインフラ整備関連経費、保育園・幼稚園等の保育・教

育環境及び保育士等の人的環境等を整え、子育て支援サービスの充実を図る経費の

計上、また、物価上昇による人件費を含めたもろもろの単価等の増額を見込んだ予

算を計上しております。  

 それでは、初めに歳入からご説明いたします。  

 款１町税は、全体で前年比８ .０％の増額となっております。  

 項１町民税は、本年度予算額１２億７ ,２６０万７ ,０００円で、前年比１億

９ ,４３１万２ ,０００円の増額となっております。このうち、個人町民税は１１億

４ ,３６３万３ ,０００円で、給与所得の増額により、前年比２億１ ,５１６万円の

増額となっております。  

 法人町民税は１億２ ,８９７万４ ,０００円で、前年比２ ,０８４万８ ,０００円の

減額となっております。  
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 次に、項２固定資産税は、予算額１２億９ ,９８５万６ ,０００円で、前年比

１ ,８８４万７ ,０００円の増額です。主に新築家屋の増加を見込む一方で、御代田

町工業振興条例及び商工業振興条例に基づく土地の購入及び設備投資等に係る固定

資産税の課税免除分を新たに見込むとともに、県営住宅平和台団地及び森泉湯川発

電所に係る固定資産交付金を計上しております。  

 続いて、款２地方譲与税から款１０地方特例交付金につきましては、県の収入見

込みから予算計上し、合計で６億２ ,５５７万３ ,０００円、前年比５ ,６２２万

８ ,０００円の増額の予算となっております。  

 ２ページをご覧ください。  

 款１１地方交付税は、予算額１７億３ ,５７３万３ ,０００円で、前年比１億

７８６万７ ,０００円の増額です。普通交付税につきまして、国の地方財政政策な

どから６ .５％の増額を見込んでおります。特別交付税につきましては、引き続き、

地域おこし協力隊に関連する経費を計上しておりますが、令和８年度は商工観光係

に新たに１名の地域おこし協力隊を雇用するよう、３５２万円の増額となっており

ます。  

 続いて、款１５国庫支出金、項１国庫負担金は７億５ ,０４５万３ ,０００円で、

前年比３ ,７２０万９ ,０００円の増額となりました。このうち、児童手当負担金は

２億９ ,５７１万４ ,０００円で、第３子の減少により前年比３５９万９ ,０００円

の減額を見込んだ一方、子どものための教育・保育給付費負担金は、費用算定の基

準額の増額及び認定こども園の増により、前年比３ ,２８２万５ ,０００円の増額と

なりました。  

 項２国庫補助金は、４億１ ,９６０万８ ,０００円で、前年比２億７ ,１８９万

５ ,０００円の減額となりました。要因としましては、町道東原西軽井沢線の整備

について、橋梁部の構造をボックスカルバートに変更したことによる事業費の大幅

な減額及び都市構造再編集中支援事業の全体国費の充当率の調整によるもののほか、

令和６年度から取り組んでいる行政システムの標準化に係るシステム改修等につい

て、一部のシステム改修を残すのみとなり、令和８年度で完了することから減額と

なりました。  

 令和８年度は、都市構造再編集中支援事業補助金、東原西軽井沢線ほか、道路新

設改良工事に係る補助金として１億１ ,４００万円、国土交通省道路局個別補助
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金──こちらは交通安全対策事業補助金になりますが、谷地沢大塚線道路改良工事

に係る補助金として４ ,８１２万５ ,０００円、新しい地方経済・生活環境創生交付

金 は 、 地 域 活 性 化 拠 点 整 備 事 業 と し て 草 越 公 民 館 建 設 工 事 に 係 る 補 助 金

４ ,８０１万５ ,０００円を計上しております。  

 続いて、款１６県支出金、項２県補助金は、予算額３億１ ,４５２万８ ,０００円

で、前年比９ ,６９５万２ ,０００円の増額を見込みました。地域医療介護総合確保

基金事業補助金は、小規模多機能型居宅介護事業所の整備事業費の補助金として

５ ,０８２万４ ,０００円、ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金は前年比

１ ,２８１万８ ,０００円増額の４ ,３２５万円、ＧＩＧＡスクール構想補助金は小

学校学習用端末の更新に係る補助金として３ ,４７２万３ ,０００円を計上いたしま

した。  

 続いて、款１８寄附金は、予算額６億 ５ ,３３０万７ ,０００円で、前年比

１ ,６８０万５ ,０００円の増額で計上しております。草越公民館建設に係る草越区

からの負担金を寄附金として４ ,６８０万５ ,０００円計上したほか、個人のふるさ

と納税寄附金は前年度同額の６億円を見込みました。  

 款１９繰入金、項１基金繰入金は、予算額６億６ ,６２０万３ ,０００円で、前年

比２ ,２４５万 ２ ,０００円の減額となっております。財政調整基金から１億

９ ,２９１万円の繰入れを計上し、このうち９ ,２９１万円は、ふるさと納税の町長

おまかせ分のうち活用可能なものを繰り入れてまいります。また、ふるさと創生基

金から３億２４０万５ ,０００円を繰り入れて、様々な町単独事業等の財源に充当

してまいります。  

 ３ページをご覧ください。  

 款２２町債は、９億３ ,９９０万円で、前年度に比べ８ ,３８０万円の増額です。

土木事業関係で公共事業等債と緊急自然災害防止対策事業債を合わせて４億

８４０万円、南北小学校体育館及び中学校武道館に冷房設備を設置する事業に関し

て、緊急防災・減災事業債３億１ ,０５０万円を計上しております。  

 歳入の合計が９８億６ ,３５３万３ ,０００円の予算額となっております。  

 続いて、４ページをご覧ください。  

 歳出です。主なものについて説明いたします。  

 款 ２ 総 務 費 の 全 体 予 算 額 は １ ９ 億 ７ , ４ ０ ６ 万 ２ , ０ ０ ０ 円 で 、 前 年 比
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８ ,６８８万円、４ .６％の増額となっております。  

 こ の う ち 、 項 １ 総 務 管 理 費 は １ ７ 億 ２ ,６ ４ ５ 万 ８ ,０ ０ ０ 円 で 、 前 年 比

８ ,５０４万９ ,０００円、５ .２％の増額となっています。  

 書 か な い 窓 口 シ ス テ ム ・ 窓 口 案 内 シ ス テ ム 等 の 導 入 関 連 経 費 ６ ,３ ３ ９ 万

７ ,０００円を計上し、利用者の負担軽減、職員の業務負担の軽減等に取り組みま

す。また、地域活性化拠点整備事業、草越公民館建設関係経費９ ,６０３万円、ふ

るさと納税特典事業委託料２億２ ,１１９万４ ,０００円を計上しております。  

 このほか、項４選挙費は、長野県知事選、御代田町長選挙関係経費２ ,４５０万

２ ,０００円を計上しております。  

 続いて、款３民生費の全体予算額は３０億２ ,６７３万８ ,０００円で、前年比

３億３ ,３７６万１ ,０００円、１２ .４％の増額となっております。  

 項 １ 社 会 福 祉 費 は 、 予 算 額 １ ２ 億 ５ , ７ ５ ９ 万 ７ , ０ ０ ０ 円 で 、 前 年 比

８ ,７４５万６ ,０００円の増額となっております。障害者関係扶助費として障害者

児医療費５ ,４１６万８ ,０００円、こちらが５１２万４ ,０００円の増額、障害者

自立支援給付費２億７ ,３５０万３ ,０００円、こちらは９１０万８ ,０００円の増

額、また、地域医療介護総合確保基金事業補助金について、小規模多機能型居宅介

護事業所の整備事業費として５ ,０８２万４ ,０００円の増額を計上しております。  

 項２児童福祉費は１７億６ ,８９８万９ ,０００円で、前年比２億４ ,６３０万

５ ,０００円の増額となっております。児童手当は第３子の減少を見込み、前年比

３ ３ ０ 万 円 の 減 額 と な っ た 一 方 、 私 立 保 育 所 保 育 委 託 料 ２ 億 ４ ,２ １ ４ 万

５ ,０００円、２ ,６６６万１ ,０００円の増額、地域型保育給付費１億５ ,６２３万

９ ,０００円、５２１万１ ,０００円増額をそれぞれ計上しております。また、やま

ゆり保育園及び雪窓保育園のトイレ改修工事費として７ ,０１８万円、大林児童館

増築関連経費として２ ,５３６万円等を計上しております。  

 次に、款４衛生費の全体予算額は５億 ８ ,７１７万３ ,０００円で、前年比

４ ,３５４万円、８ .０％の増額となっております。  

 項１保健衛生費は、前年度とほぼ同額の２億４ ,９２８万５ ,０００円を計上しま

した。  

 項２清掃費は、浅麓衛生センター費のうち、し尿処理負担金及び生ごみ処理費負

担金において、令和８年度から始まる第２期包括的民間委託に係る労務単価及び資
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材 の 高 騰 並 び に 集 中 的 に 施 設 整 備 を 実 施 す る た め １ 億 ６ ８ ５ 万 円 、 前 年 比

３ ,２０１万円の増額を計上しております。  

 続いて、款６農林水産業費の全体予算額は２億４ ,９１６万１ ,０００円で、前年

費５ ,０５３万２ ,０００円、１６ .８％の減額となっております。  

 項１農業費は、生分解マルチ普及のための実証実験３６０万円、農業者にファン

付き衣類の購入に対する補助事業３４５万円を新たに計上したほか、中山間地域直

接支払交付金、農業委員会報酬、そば耕作者補助金等を計上しております。  

 項２林業費では、令和７年度に実施した小塚橋の改修工事が完了したため

１ ,９００万円ほどの減額となりましたが、森林環境の保全に係る松くい虫防除対

策委託料、危険木伐採事業等の計上のほか、有害鳥獣に係る人身事故の防止、農業

被害の軽減を図るための有害鳥獣駆除委託料等を計上しております。  

 続 い て 、 款 ７ 商 工 費 の 全 体 予 算 額 は ２ 億 ４ ５ ６ 万 ８ ,０ ０ ０ 円 で 、 前 年 比

４２１万５ ,０００円の２ .０％減額となっております。  

 工業振興奨励補助金は、前年比４ ,３５８万４ ,０００円の減額、ＵＩＪターン就

業・創業移住支援金は１ ,８９７万５ ,０００円の増額のほか、地域おこし協力隊

３名の関係経費等を計上しております。  

 款８土木費の全体予算額は１３億 ５ ,６９０万２ ,０００円で、前年比３億

８ ,８８６万２ ,０００円、２２ .７％の減額となっております。  

 ５ページをご覧ください。  

 項 ２ 道 路 橋 梁 費 は 予 算 額 ９ 億 １ , ０ ２ ４ 万 ８ , ０ ０ ０ 円 で 、 前 年 比 ３ 億

２ ,００４万７ ,０００円の減額です。令和７年度からの継続事業として、東原西軽

井沢線の整備を主とした都市構造再編集中支援事業では３億１ ,０００万円を計上、

交通安全対策補助事業として谷地沢大塚線の道路改良工事７ ,５００万円を計上し

ております。また、町単独道路改良事業については１億３ ,１５０万円を計上し、

塩野区内１５号線３工区、水原七口線３工区等の道路改良工事を実施してまいりま

す。令和８年度は、各補助事業及び町単独事業において繰越し事業とならないよう

事業を精査した結果、事業費が減少しておりますが、町単独事業については、道路

改良事業経費と緊急自然災害防止対策事業経費で合計２億２６５万６ ,０００円を

計上しております。  

 項４都市計画費は、本年度予算額３億 １ ,４４２万７ ,０００円で、前年比
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６ ,１４３万５ ,０００円の減額です。宅地開発における新設電柱の抑制を図るため、

国の補助制度を活用した無電柱化まちづくり促進事業補助金１億円の皆減によるも

のでございます。  

 続いて、款９消防費は、前年比５ ,９０９万２ ,０００円、１２ .９％の減額です。

第９分団の詰所建築工事費の皆減が主な要因となっております。８年度は第６分団

積載車の更新費用が１ ,１３９万９ ,０００円、また、しなの鉄道アンダーパスの冠

水センサー設置工事１ ,５２８万４ ,０００円を計上しております。  

 続いて、款１０教育費の全体予算額は１２億８ ,２９２万円で、前年比３億

７ ,４０４万円、４１ .２％の増額となっております。  

 項１教育総務費は、予算額１億５ ,５８８万６ ,０００円で、前年比２ ,３３３万

２ ,０００円の増額でございます。ＧＩＧＡスクール構想の小学校学習用端末の更

新費用として５ ,５９３万５ ,０００円を計上しております。  

 項 ２ 小 学 校 費 は 、 予 算 額 ３ 億 ７ , ６ ２ ３ 万 １ , ０ ０ ０ 円 で 、 前 年 比 ２ 億

７ ,３７８万円の増額。項３中学校費は、予算額１億６ ,３３５万円で、前年比

５ ,６８１万３ ,０００円の減額です。いずれも、教育環境の向上と災害時の避難所

としての熱中症対策のため、南北小学校の体育館冷房設備設置工事費が合計で２億

４ ,６ ８ ７ 万８ ,０ ０ ０円 、 中 学校 武 道 館 の冷 房 設 備設 置 工 事 費 ６ ,３ ７ ４万

２ ,０００円を計上しております。  

 ま た 、 項 ４ の 社 会 教 育 費 は 予 算 額 ２ 億 ６ ９ １ 万 ８ ,０ ０ ０ 円 で 、 前 年 比

２ ,０５５万５ ,０００円の増額となっております。図書館の断熱性能の向上と結露

から書籍等を守るための図書館窓枠工事費３ ,４３８万３ ,０００円を計上しており

ます。  

 ま た 、 項 ５ 保 健 体 育 費 は 予 算 額 １ 億 ７ ,１ ４ ４ 万 ３ ,０ ０ ０ 円 で 、 前 年 比

９ ,７５３万６ ,０００円の増額で、新社会体育施設測量設計委託料１億３９５万円

を計上しております。  

 歳出合計が９８億６ ,３５３万３ ,０００円となっております。  

 なお、別資料で、資料番号５には令和８年度の当初予算の主要事業を科目ごとに

掲載しておりますので、こちらもまた後ほどご確認をお願いしたいと思います。  

 それでは、議案書のほうに戻っていただきまして、議案書の５３ページをお願い

いたします。  
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 「第２表  債務負担行為」です。  

 都市計画マスタープラン策定支援業務として、期間を令和８年度から令和９年度

まで、限度額は９９０万円としております。現計画は令和９年度まで延長しており、

次期計画を策定するため令和８年度から着手します。総事業費が２ ,２００万円。

令和８年度は、現計画の検証、住民アンケート、上位計画及び関連計画等の把握・

分析のほか、策定委員会の開催を予定しており、事業費が１ ,２１０万円を当初予

算に計上しております。令和９年度は地域別構成の検討、実現化方策の検討、ワー

クショップ、パブリックコメント、都市計画審議会等の開催等で９９０万円を予定

しております。継続的に２か年かけて実施する必要があることから、新たに債務負

担行為を計上するものでございます。  

 続いて、５４ページをお願いいたします。  

 「第３表  地方債」でございます。  

 起債の目的、限度額を続けて申し上げます。大きなものとしまして、こども・子

育て支援事業債９ ,１２０万円、緊急自然災害防止対策事業債１億１ ,０７０万円、

公共事業等債３億７５０万円、緊急防災・減災事業債３億５ ,５５０万円、このほ

か、表に記載のとおり、全１０事業で合計９億３ ,９９０万円の地方債を予定して

おります。  

 起債の方法につきましては証書借入れ、または証券発行を予定しております。利

率については年４％以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利

率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率としております。  

 償還の方法は、政府資金については、その融資条件により銀行、その他の場合に

はその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により、据置期間及び

償還期間を短縮し、または繰上償還、もしくは低利に借換えすることができるとし

ております。  

 説明については以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 昼食のため休憩します。午後は１時３０分より再開します。  

（午後  ０時１０分）  

（休   憩）    

（午後  １時３０分）  
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○議長（内堀喜代志君）   休憩前に引き続き、本会議を再開します。  

 

－－－日程第２１  議案第２１号  令和８年度御代田財産区特別会計  

予算案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２１  議案第２１号  令和８年度御代田財産区特別会計

予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書１８５ページをご覧ください。  

 議案第２１号  令和８年度御代田財産区特別会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和８年度御代田財産区特別会計予

算を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書１８７ページをお願いいたします。  

 令和８年度御代田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８０７万円と定める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

令和８年２月３日  同意  御代田財産区管理会長  櫻井  税  

 次のページの「第１表  歳入歳出予算」、歳入をご覧ください。  

 款１財産収入は２７０万１ ,０００円で、前年比２１万９ ,０００円の増額となっ

ております。財産収入は土地建物貸付収入で、社会福祉協議会、児玉区への土地貸

付料は令和７年度と変わりありませんが、財政調整基金預金利子が増額となってお

ります。  

 款２繰入金は５３６万７ ,０００円で、前年比４７３万３ ,０００円の減額となっ

ております。歳出の財産区有林下草刈り委託料──これはシニアクラブへの委託料

になりますが、それと財産区有地管理委託料──こちらは区への管理委託料になり
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ますが、こちらは令和８年度から半額にすることで決定したため、歳入歳出の不足

額を補う財政調整基金繰入金が減額となったものでございます。  

 款３繰越金及び款４諸収入は科目設定でございます。  

 歳入合計が本年度予算額８０７万円となっております。  

 続きまして、１８９ページ、歳出をお願いいたします。  

 款１総務費は８０１万４ ,０００円で、前年比４５１万４ ,０００円の減額となっ

ております。歳入で申し上げました委託料を半額に決定したためのものでございま

す。  

 款２予備費は５万６ ,０００円を計上し、歳入歳出を調整しまして、歳入歳出の

合計額が前年度比４５１万４ ,０００円減額の８０７万円を計上しております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２２  議案第２２号  令和８年度小沼地区財産管理特別会計  

予算案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２２  議案第２２号  令和８年度小沼地区財産管理特別

会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書１９４ページをご覧ください。  

 議案第２２号  令和８年度小沼地区財産管理特別会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和８年度小沼地区財産管理特別会

計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書１９６ページをお願いいたします。  

 令和８年度小沼地区財産管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２ ,９１３万９ ,０００円と定
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める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

令和８年２月３日  同意  小沼地区財産管理委員長  髙山千之  

 次のページ、「第１表  歳入歳出予算」をご覧ください。  

 こちら、歳入になります。  

 款１財産収入は２ ,８７８万７ ,０００円で、前年度比１９７万９ ,０００円の増

額となっております。これは財産区が保有しております旧ローソン、国道の軽井沢

寄りの旧ローソンのところ、今、葬祭場になっているところの南側と、あと塩野の

空堀の横に土地を持っているんですけれども、この土地の売却を予定しております。  

 款３繰越金は、科目設定です。  

 款４諸収入は、塩野空堀売払い時の分筆手数料の半額を受益者から負担してもら

うため、３５万１ ,０００円を計上しております。  

 歳 入 の 合 計 、 本 年 度 予 算 額 が ２ ,９ １ ３ 万 ９ ,０ ０ ０ 円 、 前 年 比 ２ ３ ２ 万

９ ,０００円の増額となっております。  

 続きまして、次のページ、歳出をお願いいたします。  

 款１総務費は２ ,９１３万９ ,０００円で、前年比２３２万９ ,０００円の増額と

なっております。財産管理のための区への委託料２６２万１ ,０００円、保有土地

の売払い収入による基金への積立て２ ,５３０万４ ,０００円を計上しております。  

 歳入歳出、本年度予算額が前年度比２３２万９ ,０００円増額の２ ,９１３万

９ ,０００円を計上しております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２３  議案第２３号  令和８年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計  

予算案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２３  議案第２３号  令和８年度御代田町国民健康保険

事業勘定特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀保健福祉課長。  
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（保健福祉課長  内堀浩行君  登壇）    

○保健福祉課長（内堀浩行君）   議案書の２０３ページをお願いいたします。  

 議案第２３号  令和８年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計予算案につい

て  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和８年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２０５ページをお願いいたします。  

 令和８年度御代田町の国民健康保険（事業勘定）特別会計の予算は、次に定める

ところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ６ 億 ６ ,７ ３ ７ 万

９ ,０００円と定める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 （一時借入金）  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、３ ,０００万円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。  

 第１号  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 続きまして、次の２０６ページ。  

 「第１表  歳入歳出予算」、歳入をお願いいたします。  

 款１項１国民健康保険税、本年度予算額４億８１９万２ ,０００円の計上は、前

年 度 比 で １ ０ .３ ％ の 増 で あ り ま す 。 新 た に 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分 が

９１９万円の皆増となっております。また、被保険者数は３ ,３７０人、現年度徴

収率は９６ .３％で算出をしてございます。  
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 款２使用料及び手数料、項１手数料は、国保税の督促手数料１８万５ ,０００円

の計上です。  

 款３国庫支出金、項１国庫補助金は、子ども・子育て支援システム改修に対する

補助金１１３万６ ,０００円の計上のほか、社会保障・税番号制度システム整備費

補助金と災害臨時特例補助金、それぞれ１ ,０００円の科目設定となってございま

す。  

 款４県支出金、項１県補助金１１億４２５万７ ,０００円の計上は、保険給付費

等に要する費用に対し全額交付される普通交付金と、医療費の適正化や生活習慣病

予防事業の取組に応じて交付される特別交付金で、前年度比で１ .５％の減となっ

ております。  

 款５財産収入、項１財産運用収入は、基金の利子として９２万１ ,０００円の計

上です。  

 款６繰入金、項１他会計繰入金８ ,９５０万１ ,０００円の計上は、保険基盤安定

繰入金が主なもので、前年度比で５％の減となっております。  

 款７項１繰越金は６ ,０００万円を計上しております。  

 款８諸収入、項１延滞金、加算金及び過料は、２６１万２ ,０００円の計上です。

項２受託事業収入２７万円の計上は、インボイス制度に対応するためのものでござ

います。項３雑入は、３０万３ ,０００円の計上です。  

 歳入合計１６億６ ,７３７万９ ,０００円となっております。  

 次の２０７ページ、歳出をお願いいたします。  

 款１総務費、項１総務管理費、本年度予算額６２６万８ ,０００円の計上は、前

年度と比べ子ども・子育て支援金制度導入に対するシステム改修費が増額となって

おります。項２徴税費６１３万７ ,０００円の計上は、標準化に伴う納付書の作成

費用が増額となっております。項３運営協議会費１９万４ ,０００円の計上は、前

年度と同額でございます。  

 款２保険給付費、項１療養諸費９億２ ,７１３万５ ,０００円の計上は、療養給付

費、療養費等で前年度比で２ .９％の減となっております。県の推計資料に基づき

算出をしてございます。項２高額療養費１億５ ,３３２万３ ,０００円の計上は、前

年度比で８ .１％の増となっております。こちらも県の推計資料に基づき算出をし

てございます。項３出産育児一時金７５０万４ ,０００円、項４葬祭諸費１５０万
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円は、それぞれ前年度と同額の計上でございます。  

 款３国民健康保険事業費納付金、市町村の被保険者数、所得水準、医療費水準等

を加味した上で、県より示された額に基づき、それぞれ算出をしてございます。項

１の医療給付費３億２８１万６ ,０００円の計上は、前年度比で２ .３％の減でござ

います。項２の後期高齢者支援金等１億２ ,９６４万９ ,０００円の計上は、前年度

比で０ .９％の減でございます。項３介護納付金４ ,８２１万８ ,０００円の計上は、

前年度比で８ .３％の増でございます。項４子ども・子育て支援納付金１ ,２７９万

１ ,０００円の計上は、皆増となってございます。  

 款４保健事業費、項１特定健康診査等事業費２ ,１４０万３ ,０００円の計上は、

特 定 健 康 診 査 等 の 事 業 費 と な っ て ご ざ い ま す 。 項 ２ 保 健 事 業 費 ９ １ １ 万

１ ,０００円の計上は、レゼフト点検職員の賃金や人間ドックの補助金のほか、疾

病予防講座などの経費となってございます。  

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算金３００万２ ,０００円の計上は、一般

被保険者還付金、また国や県への返還金等でございます。  

 款６項１基金積立金９３万円の計上は、基金の利子分の積立てでございます。  

 款７項１予備費３ ,７３９万８ ,０００円の計上です。  

 歳出合計１６億６ ,７３７万９ ,０００円となってございます。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２４  議案第２４号  令和８年度御代田町介護保険事業勘定特別会計  

予算案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２４  議案第２４号  令和８年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀保健福祉課長。  

（保健福祉課長  内堀浩行君  登壇）    

○保健福祉課長（内堀浩行君）   議案書の２２２ページをお願いいたします。  

 議案第２４号  令和８年度御代田町介護保険事業勘定特別会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和８年度御代田町介護保険事業勘
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定特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２２４ページをお願いいたします。  

 令和８年度御代田町の介護保険（事業勘定）特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３億円５０万１ ,０００円

と定める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 （一時借入金）  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、２ ,０００万円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 第１号  保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款

内でこれらの経費の各項の間の流用。  

 次の２２５ページ、「第１表  歳入歳出予算」、歳入をお願いいたします。  

 款１保険料、項１介護保険料、本年度予算額３億９０７万５ ,０００円の計上は、

前年度比で２ .９％の増となってございます。基準月額５ ,１６０円で、普通徴収の

前年度徴収率は９７ .１％で算出をしてございます。  

 款２分担金及び負担金、項１負担金５７万１ ,０００円の計上は、介護予防事業

の利用負担金でございます。  

 款３使用料及び手数料、項１手数料は督促手数料４万８ ,０００円の計上でござ

います。  

 款４国庫支出金、項１国庫負担金２億３２１万２ ,０００円の計上は、介護給付

費に係る国庫負担金で、前年度比で１ .３％の増となってございます。項２国庫補

助金４ ,８６４万３ ,０００円の計上は、調整交付金と地域支援事業交付金、保険者
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機能強化推進交付金、保険者努力支援交付金等となってございます。前年度比で

１ .５％の増でございます。  

 款５項１支払基金交付金３億２ ,０８０万２ ,０００円の計上は、主に介護給付費

に係る支払基金交付金で、前年度比で２％の増でございます。  

 款６県支出金、項１県負担金１億７ ,１０６万７ ,０００円の計上は、介護給付費

に係る県負担金で、前年度比で２％の増でございます。  

 項２県補助金１ ,０６５万３ ,０００円の計上は、地域支援事業に係る県補助金で、

前年度比で７％の増でございます。  

 款７財産収入、項１財産運用収入は、基金の利子として５７万５ ,０００円の計

上でございます。  

 款８繰入金、項１他会計繰入金２億２ ,３００万６ ,０００円の計上は、一般会計

から介護給付費、地域支援事業費、低所得者保険料の軽減分、また職員給与等への

繰入れで、前年度比で７％の増でございます。  

 款９項１繰越金は１ ,０００万円の計上でございます。  

 款１０諸収入、項１延滞金、加算金及び過料は１０万円の計上です。項２のサー

ビス収入２７４万６ ,０００円の計上は、要支援１、２の方の居宅介護予防支援

サービス計画費の収入でございます。  

 項３雑入は３ ,０００円の計上です。  

 歳入合計１３億５０万１ ,０００円となっております。  

 次の２２６ページの歳出をお願いいたします。  

 款１項１総務費、本年度予算額２ ,７３８万２ ,０００円の計上は、システムの委

託料や借上料、また、佐久広域連合介護認定審査会への負担金になっております。  

 款２項１保険給付費１１億５ ,１６４万円の計上は、居宅介護サービス給付費で

１ ,９３８万４ ,０００円の増額をしていますが、施設介護サービス給付費は同額計

上としております。全体で前年度比で１ .６％の増でございます。  

 款３地域支援事業費、項１包括的支援事業・任意事業費６ ,３６１万１ ,０００円

の計上は、人件費や地域包括支援センターの運営経費で、前年度比で１４ .２％の

増 と な っ て お り ま す 。 項 ２ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 ３ ,０ ６ ５ 万

２ ,０００円の計上は、訪問型サービスや通所型サービスの委託料負担金で、前年

度比２ .２％の減となっております。項３一般介護予防事業費６３３万６ ,０００円
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の計上は、介護予防教室の生きがい教室や生活介護支援サポーター養成事業、地域

支え合い型移動支援活動補助などの継続事業の経費のほかに、新規事業としまして

地域での通いの場への講師派遣事業で２８万８ ,０００円、ずくだすポイント事業

で４２５万４ ,０００円を計上しております。コロナ禍を機に外出する機会が減り、

ひきこもりがちとなり、要介護状態へとなるリスクが増えていることから、どんな

目的であってもずくを出して、身体・精神活動を活発にして、介護予防及び住民が

お互いに支えられる地域づくりを推進するための事業です。現在、団体の登録を行

っておりますが、来週からは参加者の登録が始まりますので、大勢の皆さんに活用

していただきたいと思います。  

 款４項１の基金積立金５８万円の計上は、基金の利子分の積立てでございます。  

 款５項１諸支出金５０万３ ,０００円の計上は、保険料等の還付経費でございま

す。  

 款６項１予備費は１ ,９７９万７ ,０００円の計上でございます。  

 歳出合計１３億５０万１ ,０００円となってございます。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案議員の説明を終わります。  

 

－－－日程第２５  議案第２５号  令和８年度御代田町後期高齢者医療特別会計  

予算案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２５  議案第２５号  令和８年度御代田町後期高齢者医

療特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀保健福祉課長。  

（保健福祉課長  内堀浩行君  登壇）    

○保健福祉課長（内堀浩行君）   議案書の２４２ページをお願いいたします。  

 議案第２５号  令和８年度御代田町後期高齢者医療特別会計予算案について  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和８年度御代田町後期高齢者医療

特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 
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 ２４４ページをお願いいたします。  

 令和８年度御代田町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億９ ,４２３万１ ,０００円

と定める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 次のページの「第１表  歳入歳出予算」、歳入をお願いいたします。  

 款１項１後期高齢者医療保険料、本年度予算額２億３ ,０１５万５ ,０００円の計

上は、長野県後期高齢者医療広域連合の試算によりまして、前年度比で１３ .３％

の増となってございます。被保険者数は２ ,６２７人、現年度徴収率９８ .３％で算

出をしてございます。  

 款２使用料及び手数料、項１の手数料は、督促手数料で３万円の計上でございま

す。  

 款４繰入金、項１一般会計繰入金５ ,８７４万９ ,０００円の計上は、事務費、保

険基盤安定・保健事業費に対する繰入れで、前年度比で１８％の増となってござい

ます。  

 款５項１繰越金は１０万円の計上です。  

 款６諸収入、項１延滞金、加算金及び過料は６万円の計上でございます。項２の

償還金及び還付加算金は５０万５ ,０００円の計上です。項３の雑入４６３万

２ ,０００円の計上は、健診事業費広域連合支出金や特別調整交付金でございます。  

 歳入合計２億９ ,４２３万１ ,０００円となってございます。  

 次のページの歳出をお願いいたします。  

 款１総務費、項１総務管理費、本年度予算額が４１３万３ ,０００円の計上でご

ざいます。通信運搬費、システム保守委託料、ほか標準化による通知や公金収納シ

ステム改修経費で、前年度比で９３％の増となってございます。項２の徴収費は

１１０万４ ,０００円の計上です。  

 款２項１後期高齢者医療広域連合納付金２億８ ,１１４万２ ,０００円の計上は、

保険料等の負担金、保険基盤安定負担金で、広域連合から示された額で、前年度比

で１３ .７％の増となってございます。  
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 款３保健事業費、項１健診事業費は４９８万２ ,０００円の計上で、健診委託料

となってございます。項２の保健事業費２２６万５ ,０００円の計上は、人間ドッ

クの補助金でございます。  

 款４諸支出金、項１償還金及び還付加算金は５０万５ ,０００円の計上です。  

 款５項１予備費は１０万円の計上で、歳出合計２億９ ,４２３万１ ,０００円とな

ってございます。  

 説明は以上となります。ご審議をよろしくお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２６  議案第２６号  令和８年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計  

予算案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２６  議案第２６号  令和８年度御代田町住宅新築資金

等貸付事業特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書の２５３ページをお願いいたします。  

 議案第２６号  令和８年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算案につ

いて  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、令和８年度御代田町住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２５５ページをお願いいたします。  

 令和８年度御代田町の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０１万円と定める。  

 第２項  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  
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 次の２５６ページをお願いいたします。  

 「第１表  歳入歳出予算」、歳入です。  

 款１県支出金、項１県補助金９万６ ,０００円は貸付助成事業の補助対象経費の

４分の３の金額でございます。  

 款２繰越金、項１繰越金１万９ ,０００円は令和７年度からの繰越金でございま

す。  

 款３諸収入、項１貸付金元利収入８９万４ ,０００円は滞納分の収入見込額でご

ざいます。項２延滞金、加算金及び過料１ ,０００円は科目設定でございます。し

たがいまして、歳入合計は１０１万円となり、前年度と比較いたしまして６万

９ ,０００円の減額でございます。  

 ２５７ページをお願いいたします。  

 歳出です。  

 款１土木費、項１住宅費１０１万円は職員研修費、消耗品、庁舎光熱費などのほ

か、一般会計への繰出金でございます。したがいまして、歳出合計は１０１万円で、

前年度と比較いたしまして６万９ ,０００円の減額でございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２７  議案第２７号  令和８年度御代田小沼水道事業会計  

予算案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２７  議案第２７号  令和８年度御代田小沼水道事業会

計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書の２６２ページをお願いいたします。  

 議案第２７号  令和８年度御代田小沼水道事業会計予算案について  

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、令和８年度御代田小沼水道事業会

計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  
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御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２６４ページをお願いいたします。  

 （総則）  

 第１条  令和８年度御代田小沼水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

 第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。  

 第１号  給水件数５ ,１００件は、前年度と比較いたしまして４００件の増加を

見込んでおります。  

 第２号  年間総有収水量９２万９ ,０００ｍ ３ は、前年度と比較いたしまして

６万７ ,０００ｍ３の増加を見込んでおります。  

 第３号  １日平均有収水量は２ ,５４５ｍ３を見込んでおります。  

 第４号  主な建設改良工事費といたしまして上水道改良工事総事業費８ ,０８０万

円は、西軽井沢団地内及び東原西軽井沢線の配水管布設に伴う委託料及び工事費が

主なものでございます。  

 （収益的収入及び支出）  

 第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 収入につきましては、第１款水道事業収益２億１ ,０８４万２ ,０００円です。そ

の内訳といたしまして、第１項営業収益１億８ ,８５２万６ ,０００円は、水道使用

料、消火栓管理料、開栓等の手数料でございます。  

 第２項営業外収益２ ,２３１万６ ,０００円は、減価償却費の国庫補助金相当分及

び基金積立利息が主なものでございます。  

 支出につきましては、第１款水道事業費用２億２ ,１４３万１ ,０００円です。そ

の内訳といたしまして、第１項営業費用２億６３９万５ ,０００円は水質検査に関

するもの、浅麓水道企業団からの受水費、水道メーター検針委託料、漏水調査委託

料及び職員３名分、会計年度任用職員２名分の総係費でございます。  

 第３項  特別損失はございません。  

 第４項  予備費は５０万円です。  

 ２６５ページをご覧ください。  

 （資本的収入及び支出）  

 第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  
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 資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額９ ,１１８万２ ,０００円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５５７万円、当年度分損益勘定留保

資金５ ,９２７万１ ,０００円、建設改良積立金２ ,６３４万１ ,０００円で補填する

ものとしております。  

 収入につきましては、第１款資本的収入３ ,５２５万円です。  

 その内訳といたしまして、第１項企業債はございません。  

 第２項  工事負担金３ ,５２５万円は、新規加入金１５０件分と配水管布設工事

町負担金といたしまして、東原西軽井沢線に布設する工事費でございます。  

 第３項  補助金はございません。  

 支出につきましては、第１款資本的支出１億２ ,６４３万２ ,０００円です。  

 その内訳といたしまして、第１項建設改良費８ ,２７２万円は、西軽井沢団地内

及び東原西軽井沢線などの配水管布設に伴う委託料並びに工事費でございます。  

 第２項  企業債償還金は４ ,１７１万２ ,０００円です。  

 第３項  予備費は２００万円でございます。  

 （一時借入金）  

 第５条  一時借入金の限度額は１億６ ,０００万円と定める。  

 （予定支出の経費の金額の流用）  

 第６条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

り定める。  

 第１号  消費税及び地方消費税予算額に不足が生じた場合。  

 第２号  災害、その他避けがたい事故により予算額に不足が生じた場合。  

 ２６６ページをお願いいたします。  

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費）  

 第７条  次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経

なければならない。  

 第１号  職員給与費２ ,５４９万９ ,０００円は、総係費の給料、手当及び福利厚

生費でございます。  

 第２号  交際費５万円は、塩野上宿用水組合の会合費でございます。  

 （たな卸資産購入限度額）  
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 第８条  たな卸資産の購入限度額は、５２６万６ ,０００円と定める。こちらは、

水道メーターの検満満了分と新築に伴う新設分の購入費でございます。  

 ２６７ページは、令和８年度御代田小沼水道事業実施計画です。  

 ２７２ページは、令和７年度予定損益計算書。  

 ２７３ページから令和７年度予定貸借対照表。  

 ２７５ページから令和８年度の予定貸借対照表。  

 ２７７ページは、令和８年度の予定キャッシュ・フロー計算書を参考資料として

添付しておりますので、後ほどご覧ください。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第２８  議案第２８号  令和８年度御代田町下水道事業会計  

予算案について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２８  議案第２８号  令和８年度御代田町下水道事業会

計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書の２８０ページをお願いいたします。  

 議案第２８号  令和８年度御代田町下水道事業会計予算案について  

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、令和８年度御代田町下水道事業会

計予算を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ２８２ページをご覧ください。  

 （総則）  

 第１条  令和８年度御代田町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

 第２条  業務の予定量は次のとおりとする。  

 第１号  排水件数  ７ ,４３０件は、前年度と比較いたしまして２６０件の増加
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を見込んでおります。  

 第 ２ 号  年 間 総 排 水 量  １ ４ ３ 万 ３ ,３ ５ ５ ｍ ３ は 、 前 年 度 と 比 較 し ２ 万

８ ,１０５ｍ３の増加を見込んでおります。  

 第３号  １日平均排水量は３ ,９２７ｍ ３です。  

 第４号  建設改良費２億１ ,６０２万７ ,０００円は、東原西軽井沢線道路改良工

事に伴う既存下水道管渠の構成による詳細設計及び補強工事並びに下水道処理場の

機器類のオーバーホールが主なものでございます。  

 （収益的収入及び支出）  

 第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 収入につきましては、第４１款下水道事業収益８億５９６万５ ,０００円です。

その内訳としまして、第１項営業収益３億７ ,５８６万５ ,０００円は、公共下水道、

農業集落排水及び個別排水処理の下水道使用料と督促手数料です。第２項営業外収

益４億３ ,０１０万円は、公共下水道、農業集落排水並びに個別排水処理への一般

会計からの補助金及び減価償却費の補助金が主なものでございます。  

 支出につきましては、第５１款下水道事業費用６億２ ,８１８万８ ,０００円です。

その内訳としまして、第１項営業費用５億７ ,０２９万円は、公共下水道及び農業

集落排水の各処理場の維持管理業務費と職員４名分の総係費です。第２項営業外費

用５ ,６３４万８ ,０００円は、企業債利息、消費税支払分です。第４項予備費は

１５５万円です。  

 ２８３ページをご覧ください。  

 （資本的収入及び支出）  

 第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額２億３ ,５３０万５ ,０００円は、

当年度分損益勘定留保資金１億７ ,７３４万６ ,０００円及び過年度分損益勘定留保

資金５ ,７９５万９ ,０００円で補填するものとします。  

 収入につきましては、第６１款資本的収入４億４ ,９５５万４ ,０００円です。そ

の内訳として、第１項企業債４億６５０万円は、下水道事業債、資本的平準化債、

公営企業会計適用債で、いずれも公共下水道分でございます。第２項補助金

１ ,０２０万円は、処理場改築工事に伴う設計業務に対する国庫補助金でございま

す。第６項負担金等３ ,２８５万４ ,０００円は、受益者分担金でございます。  
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 支出につきましては、第７１款資本的支出６億８ ,４８５万９ ,０００円です。そ

の内訳といたしまして、第１項建設改良費２億１ ,６０２万７ ,０００円は、東原西

軽井沢線道路改良工事に伴う水道管渠の設計及び補強工事並びに処理場機器類の

オーバーホールが主なものでございます。第３項企業債償還金は４億６ ,８８３万

２ ,０００円です。  

 （企業債）  

 第５条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

定める。  

 起債の目的、下水道事業の限度額は２億３００万円です。資本費平準化債の限度

額は２億円です。  

 ２８４ページをお願いいたします。  

 公営企業会計適用債の限度額は３５０万円です。  

 限度額の合計は４億６５０万円でございます。  

 ２８３ページ、お願いいたします。  

 起債の方法は、証書借入又は証券発行で、利率は年４％以内とし、償還の方法は、

借入れの日から措置期間を含めて４０年以内に償還する。なお、都合により据置期

間を短縮し、又は繰上償還、もしくは低利に借換えすることができるとしておりま

す。  

 ２８４ページをお願いいたします。  

 （一時借入金）  

 第６条  一時借入金の限度額は、５億円と定める。  

 （予定支出の各項の経費の金額の流用）  

 第７条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

り定める。  

 営業費用、営業外費用に計上した経費のうち、次条に定める経費以外の経費に係

わる予算額に過不足を生じた場合におけるその経費のこれらの間の流用とします。  

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費）  

 第８条  次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経

なければならない。  
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 第１号  職員給与費  ２ ,８７１万１ ,０００円は、総係費の給料、手当及び福利

厚生費でございます。  

 （他会計からの補助金）  

 第９条  下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は２億４ ,４２８万円である。内訳は、２８９ページの項２営業外収益、目２他会

計補助金に計上してございます。  

 ２８５ページから令和８年度当初予算実施計画、２９７ページは令和７年度当初

予定損益計算書、２９８ページから令和７年度当初予定貸借対照表、３００ページ

から令和８年度当初予算予定貸借対照表、３０２ページは令和８年度当初予算キャ

ッシュ・フロー計算書を参考資料として添付しておりますので、後ほどご覧くださ

い。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 この際、暫時休憩します。再開はブザーにてお知らせします。  

（午後  ２時２６分）  

（休   憩）    

（午後  ２時４０分）  

○議長（内堀喜代志君）   休憩前に引き続き、本会議を再開します。  

 金井建設水道課長から発言を求められていますので、これを許可します。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書の３００ページをお願いいたします。  

 令和８年度当初予算予定貸借対照表、その下の「（令和８年３月３１日）」とな

っておりますが、正しくは、「（令和９年３月３１日）」です。訂正し、おわびを

申し上げます。大変失礼いたしました。  

 

－－－日程第２９  議案第２９号  令和７年度御代田町一般会計  

補正予算案（第９号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第２９  議案第２９号  令和７年度御代田町一般会計補正

予算案（第９号）についてを議題とします。  
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 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書３０５ページをご覧ください。  

 議案第２９号  令和７年度御代田町一般会計補正予算案（第９号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度御代田町一般会計補正予

算（第９号）を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書３０７ページをお願いいたします。  

 令和７年度御代田町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ２ 億 ２ ,０ ２ １ 万

４ ,０ ０ ０ 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ０ ０ 億

５ ,６４７万４ ,０００円とする。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （繰越明許費の補正）  

 第２条  地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第２表  繰越明許費補正」による。  

 （地方債の補正）  

 第３条  地方債の追加及び変更は、「第３表  地方債補正」による。  

 次の「第１表  歳入歳出予算補正」につきましては、別ファイルの資料番号３を

ご覧ください。こちらで説明をさせていただきます。  

 まず、歳入です。主なものから説明をいたします。  

 款１町税、項１町民税は、法人町民税で企業の申告実績により ５ ,５４６万

１ ,０００円の減額をお願いするものでございます。  

 続いて、款１１項１地方交付税は、普通交付税について臨時経済対策費及び給与

改定費等に係る追加交付が決定されたため、１億４ ,１１２万６ ,０００円を増額す

るものです。  
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 続 き ま し て 、 款 １ ５ 国 庫 支 出 金 、 項 １ 国 庫 負 担 金 は 、 補 正 額 ８ ０ ３ 万

７ ,０００円の増額をお願いいたします。子どものための教育・保育給付費負担金

において、国の公定価格の変更による５４８万８ ,０００円の増額、国保特別会計

保険基盤安定負担金１６６万６ ,０００円の増額、障害児通所給付費等負担金

１１５万３ ,０００円の増額をそれぞれ計上しております。  

 項２国庫補助金は、補正額５ ,４０８万４ ,０００円の減額をお願いいたします。

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、非課税世帯への３万円給付事業及び

非課税世帯子ども加算２万円事業の事業費の確定による減額でございます。その下

の社会資本整備総合交付金及び道路メンテナンス事業補助金についても、額の確定

による減額が主な理由でございます。  

 続きまして、款１６県支出金、項１県負担金は、国庫負担金で計上しました子ど

ものための教育・保育給付費負担金など、子育てのための施設等利用給付金

１４１万５ ,０００円の増額を計上しております。  

 項２県補助金は、ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業交付金及び乳幼児等医療

費補助金は事業費の確定によるもの、子ども・子育て支援交付金は多様な集団活動

事業の利用支援に係る事業費に変更が生じたため２６万６ ,０００円ほど減額とな

っておりますけれども、国の補正予算により物価高騰の中で安定的な事業運営を継

続的に実施できるよう、物品の購入に係る経費を対象とした事業継続支援事業補助

金の活用により１８万２ ,０００円の増額をお願いしており、結果８万５ ,０００円

の減額となっているところでございます。  

 款１８寄附金は４ ,６３９万５ ,０００円の増額です。ふるさと納税寄附金は様々

な対策をしまして落ち込むことなく維持することができたため、企業版ふるさと納

税と合わせまして４ ,８００万円を増額いたします。  

 款１９繰入金、項１基金繰入金は、補正額１億６３７万円の減額で、歳入の状況

から予備費とのバランスを鑑みて財政調整基金を１億円減額いたします。  

 款２２町債は補正額１億９ ,７７０万円の減額をお願いいたします。しなの鉄道

車両更新設備等整備事業に係る鉄道施設総合安全対策事業債は、国の補正により前

倒しして予算計上することにより地域鉄道対策事業債、こちら従来の交付税措置で

３０％のものから鉄道施設総合安全対策事業債、こちらは交付税措置で５０％と有

利になることから、今回の補正において１ ,１５０万円の増額を計上しているもの



５９ 

でございます。そのほか公共事業等債は防災安全交付金事業──これは三ツ谷清万

線、それから交通安全対策事業──谷地沢大塚線、道路メンテナンス橋梁補修工

事──軽井沢大橋と源平橋等の道路整備事業及び都市構造再編集中支援事業の事業

費の確定、精査により１億７ ,３４０万円の減額を計上しております。  

 歳入合計の補正額、以上になりまして、２億２ ,０２１万４ ,０００円の減額をお

願いいたします。  

 続きまして、２ページをお願いします。  

 歳出につきまして、主なものについて説明いたします。  

 款２総務費、項１総務管理費は９ ,０５０万２ ,０００円の増額で、ふるさと納税

寄附金の増額に伴う委託料と積立金の増額で、指定寄附金以外の寄附金を財政調整

基金へ９ ,２９１万円積み立てるものでございます。また、普通交付税で追加交付

のあった臨時財政対策債償還基金費を次年度以降の臨時財政対策債償還経費に充て

るため、減債基金へ４ ,２２１万７ ,０００円積み立てるものでございます。  

 款３民生費、項１社会福祉費は１ ,４５２万４ ,０００円の減額で、地域福祉セン

ター改修工事及び高齢者応援券事業補助金は事業費の確定によるもので、それぞれ

減額をするものでございます。  

 款４衛生費、項１保健衛生費は１ ,５６２万２ ,０００円の減額で、蟻ヶ沢水源ク

リプト対策紫外線処理施設整備工事に係る事業費が確定したため、御代田小沼水道

事業会計への繰出金について１ ,６２０万円の減額を計上しております。  

 次に、款８土木費、項２道路橋梁費は２億１ ,６２８万７ ,０００円の減額で、社

会資本整備総合交付金事業、こちら防災安全交付金事業で西鰍沢大谷地線の事業管

理による９０８万６ ,０００円の減額、町単独道路新設改良費、中篭西駒込線、塩

野区内１５号線等の事業進捗に伴う事業費の精査により３ ,２９７万円の減額、都

市再生整備計画事業費、東原西軽井沢線の久保沢川橋梁部の構造をボックスカル

バートに変更したため１億７ ,２５１万１ ,０００円の減額等を計上しております。  

 ３ページをご覧ください。  

 款１４予備費は、１ ,２５３万１ ,０００円を増額しまして、歳入歳出調整をして、

歳出合計補正額２億２ ,０２１万４ ,０００円の減額となっております。  

 議案書に戻りまして、議案書の３１２ページをお願いいたします。  

 「第２表  繰越明許費補正」でございます。  
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 今回の補正で計上しました繰越事業は１５事業で５億４ ,８２３万円となってお

ります。いずれも年度内の完了が見込めないため、繰越しを計上したものでござい

ますが、令和７年１２月議会で可決いただいております３事業を加えますと１８事

業、８億３ ,８６１万４ ,０００円の繰越事業費となっております。  

 主な事業のみ申し上げます。  

 まず、追加でございます。  

 款２総務費、項１総務管理費のうち、にぎわい広場整備調査測量設計事業

２ ,６００万円は、広場の形状や設備について、町民の意見を取り入れるため履行

期間を延長しております。また、しなの鉄道車両・設備等整備事業１ ,１６０万

６ ,０００円は、国の補正予算により、令和８年度予定を前倒しして計上したため

でございます。  

 次に、款７商工費は、物価高騰対応みよたくらし応援券事業でございます。１億

７ ,３８８万４ ,０００円は、この国の補正に対応したものでございまして、町民

１人１万円の商品券の配布につきまして、利用期間を５月１日から８月３１日まで

としているところで繰り越すものでございます。  

 続いて、款８土木費、項２道路橋梁費は、社会資本整備総合交付金事業道路修繕

事業４ ,８８４万４ ,０００円は三ツ谷清万線の道路改良工事、また、道路メンテナ

ンス事業橋梁修繕事業２ ,０１２万円は新三ツ谷橋及び栄橋の修繕工事、交通安全

対策補助事業費道路改良事業２ ,０６３万円は谷地沢大塚線の道路改良工事で、い

ずれも用地買収、関係事業者との協議、補償などで時間を要し、年度内の完了が見

込めないため繰り越すものでございます。  

 その下の項４都市計画費は、東原西軽井沢線配水管──これ上水のほうの配水管

です、布設工事負担金事業２ ,７６７万６ ,０００円、無電柱化まちづくり促進事業

１億４６４万２ ,０００円は本体工事の進捗に合わせた支出となるため繰り越すも

のでございます。  

 款９項１消防費は、災害用トイレトラック購入事業２ ,６５６万５ ,０００円は、

購入予定のトラックのモデルがフルモデルチェンジされ、予定していたモデルが製

造されなくなってしまったということで、納期が遅れるため繰り越すものでござい

ます。  

 続いて、その下になります。変更になります。  
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 款８土木費、項２道路橋梁費、都市再生整備計画事業は、東原西軽井沢線の道路

整備事業において、久保沢川の橋梁部分をボックスカルバートに変更したためでご

ざいまして、事業費が大きく減少したことによる変更です。補正前の金額が４億

４ ,８８０万円、こちらを１億９ ,４９５万円減額しまして２億５ ,３８５万円とい

たします。  

 続いて、３１３ページをお願いいたします。  

 「第３表  地方債補正」でございます。  

 まず、追加します。  

 起債の目的、鉄道施設総合安全対策事業債、限度額１ ,１５０万円でございます。

こちらは先ほど説明しました、しなの鉄道の車両更新及び設備等の整備事業に係る

事業債でございます。国の補正予算に対応したものでございまして、前倒しして予

算計上することにより有利な事業債を借りれることになるということで、今回追加

で計上しているものでございます。  

 続いて、その下、変更になります。  

 このうち３１４ページをご覧ください。一番下になります。防災対策事業債はＪ

アラートの受信機リプレイス事業の財源に防災対策事業債を充当することで予定し

ておりましたが、緊急防災・減災事業債に組み替えたことにより限度額ゼロ円とな

っております。  

 そのほかは補助対象事業費の確定、事業の進捗に伴う事業費の精査、事業の完了

に伴い減額をするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法については変

更ありません。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３０  議案第３０号  令和７年度小沼地区財産管理特別会計  

補正予算案（第２号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３０  議案第３０号  令和７年度小沼地区財産管理特別

会計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  
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（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   議案書３３６ページをご覧ください。  

 議案第３０号  令和７年度小沼地区財産管理特別会計補正予算案（第２号）につ

いて  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度小沼地区財産管理特別会

計補正予算案（第２号）を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 議案書の３３８ページをお願いいたします。  

 令和７年度小沼地区財産管理特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２ ,３５４万７ ,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４４万８ ,０００円とする。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

令和８年２月３日  同意  小沼地区財産管理委員長  髙山千之  

 次の３３９ページをご覧ください。  

 「第１表  歳入歳出予算補正」でございます。  

 まず、歳入です。  

 款１財産収入、項２財産売払収入は２ ,６７９万８ ,０００円の減額をお願いいた

します。保有土地であります国道の軽井沢に近いほうの旧ローソン、今は葬祭場に

なっているその南側になりますが、ここが売却に至らなかったため減額するもので

ございます。  

 続いて、款２繰入金、項１基金繰入金は３２５万１ ,０００円の増額をお願いい

たします。保有土地が売却に至らなかったため、歳出の不足分を財政調整基金から

の繰入れにより補填をいたします。  

 歳入の合計補正額が２ ,３５４万７ ,０００円の減額となっております。  

 続いて、３４０ページをお願いいたします。  

 歳出です。  
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 款１総務費、項１総務管理費は２ ,３５４万７ ,０００円の減額をお願いいたしま

す。主な理由は、財政調整基金への積立金について、先ほど説明しました保有土地

が売却に至らなかったため２ ,２８０万８ ,０００円の減額を計上しております。  

 そのほか、事業完了による減額補正となっております。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３１  議案第３１号  令和７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計  

補正予算案（第４号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３１  議案第３１号  令和７年度御代田町国民健康保険

事業勘定特別会計補正予算案（第４号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀保健福祉課長。  

（保健福祉課長  内堀浩行君  登壇）    

○保健福祉課長（内堀浩行君）   議案書の３４５ページをお願いいたします。  

 議案第３１号  令和７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算案

（第４号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算案（第４号）を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３４７ページをお願いいたします。  

 令和７年度御代田町の国民健康保険（事業勘定）特別会計補正予算（第４号）は、

次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２９万４ ,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億７ ,６６４万１ ,０００円とする。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 次のページの「第１表  歳入歳出予算補正」、歳入をお願いいたします。  
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 款３国庫支出金、項１国庫補助金１５５万４ ,０００円の減額は、子ども・子育

て支援システム改修の一部を新年度事業に移行したことによる減額補正でございま

す。  

 款６繰入金、項１他会計繰入金１３０万２ ,０００円の増額は、主に保険基盤安

定繰入金の保険者支援分の増額補正となっております。  

 款８諸収入、項３雑入７５４万６ ,０００円の増額は、普通交付金現物給付分の

返還金の増額補正でございます。  

 歳入合計７２９万４ ,０００円の増額補正です。  

 次のページの歳出をお願いいたします。  

 款１総務費、項１総務管理費１５５万４ ,０００円の減額は、子ども・子育て支

援システム改修の一部を新年度事業へ移行したことによる減額補正です。  

 款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費及び項２の後期高齢者支援金等、

またその下の項３介護給付金は財源変更になります。  

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算金につきましても財源変更でございます。  

 款７項１の予備費は８８４万８ ,０００円の増額補正でございます。  

 歳出合計が７２９万４ ,０００円の増額補正です。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３２  議案第３２号  令和７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計  

補正予算案（第５号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３２  議案第３２号  令和７年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 内堀保健福祉課長。  

（保健福祉課長  内堀浩行君  登壇）    

○保健福祉課長（内堀浩行君）   議案書の３５５ページをお願いいたします。  

 議案第３２号  令和７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案（第

５号）について  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度御代田町介護保険事業勘
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定特別会計補正予算案（第５号）を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３５７ページをお願いいたします。  

 令和７年度御代田町の介護保険（事業勘定）特別会計補正予算（第５号）は、次

に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３５万９ ,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億２ ,１７３万９ ,０００円とする。  

 第２項  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 次のページの「第１表  歳入歳出予算補正」、歳入をお願いいたします。  

 款４国庫支出金、項１国庫負担金１６万８ ,０００円の増額は、介護予防サービ

ス給付費増額に伴う増額補正です。  

 款５項１支払基金交付金２２万６ ,０００円の増額も同じく介護予防サービス給

付費増額に伴う増額補正です。  

 款６県支出金、項１県負担金１０万５ ,０００円の増額につきましても同じく介

護予防サービス給付費増額に伴う増額補正です。  

 款８繰入金、項１他会計繰入金８５万８ ,０００円の減額は、介護予防サービス

給付費の増額の町負担分の増額と佐久広域連合の介護認定審査会負担金の確定、そ

れと地域支援事業の確定による減額補正でございます。  

 歳入合計で３５万９ ,０００円の減額補正です。  

 次のページの歳出をお願いいたします。  

 款１項１総務費７２万１ ,０００円の減額は、佐久広域連合介護認定審査会負担

金の確定の減額補正です。  

 款２項１保険給付費８４万円の増額は、介護予防サービスの訪問看護、それと福

祉用具、住宅改修の利用の増加に伴う増額補正でございます。  

 款３地域支援事業費、項１包括的支援事業・任意事業費２４万２ ,０００円の減

額は、地域包括支援センター事業経費の増額と成年後見制度利用支援事業の確定に

伴う減額補正でございます。  
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 款６項１予備費は２３万６ ,０００円の減額補正で、歳出合計３５万９ ,０００円

の減額補正でございます。  

 説明は以上です。ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３３  議案第３３号  令和７年度御代田小沼水道事業会計  

補正予算案（第５号）について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３３  議案第３３号  令和７年度御代田小沼水道事業会

計補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書の３６５ページをお願いいたします。  

 議案第３３号  令和７年度御代田小沼水道事業会計補正予算案（第５号）につい

て  

 地方公営企業法第６条及び地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年

度御代田小沼水道事業会計補正予算案（第５号）を、別冊のとおり提出する。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 ３６７ページをお願いいたします。  

 （総則）  

 第１条  令和７年度御代田小沼水道事業会計の補正予算（第５号）は、次に定め

るところによる。  

 （資本的収入及び支出の補正）  

 第２条  予算第４条中に定めた資本的収入及び支出の予算額を次のとおり補正す

る。  

 資本的収入といたしまして、第６１款資本的収入、第１項企業債３ ,２４０万円

の減額は、蟻ヶ沢水源紫外線処理施設整備の事業費の精査による減額でございます。  

 第２項工事負担金２ ,７７０万９ ,０００円の減額は、東原西軽井沢線に布設する

工事費の精査により減額となっております。  
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 第３項補助金１ ,０８０万円の減額は、蟻ヶ沢水源紫外線処理施設整備の事業費

の精査による減額でございます。  

 したがいまして、第６１款資本的収入の補正額７ ,０９０万９ ,０００円を減額し、

総額２億１ ,７６８万１ ,０００円となります。  

 続きまして、資本的支出は第７１款資本的支出、第１項建設改良費５ ,６０２万

２ ,０００円の減額は、資本的収入で説明をいたしました各事業費の減額及び車両

購入費の減額でございます。  

 したがいまして、第７１款資本的支出の補正額５ ,６０２万２ ,０００円を減額し、

総額４億１ ,６４７万８ ,０００円となります。  

 ３６８ページをお願いいたします。  

 （企業債の補正）  

 第３条  予算第５条中に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。  

 起債の目的は水道事業債として、限度額は補正前の額１億５ ,３００万円から補

正額３ ,２４０万円を減額し、補正後の額１億２ ,０６０万円となります。  

 起債の方法、利率、償還の方法に変更はありません。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 

－－－日程第３４  報告第２号  令和７年度御代田町土地開発公社第３回補正予算の  

報告について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３４  報告第２号  令和７年度御代田町土地開発公社第

３回補正予算の報告についてを議題とします。  

 報告事項の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   それでは、議案書３７１ページをご覧ください。  

 報告第２号  令和７年度御代田町土地開発公社第３回補正予算の報告について  

 令和７年度御代田町土地開発公社第３回補正予算を、令和８年２月１３日御代田

町土地開発公社理事会に提出し承認されたので、地方自治法第２４３条の３第２項

により、別紙のとおり報告します。  



６８ 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 

御代田町長  小園拓志  

 次の３７２ページは、２月１３日に公社の理事会を開催し、議決をいただいたも

のでございます。  

 ３７３ページをご覧ください。  

 令和７年度御代田町土地開発公社第３回補正予算でございます。  

 （総則）  

 第１条  令和７年度御代田町土地開発公社の第３回補正予算は、次に定めるとこ

ろによる。  

 （収益的収入及び支出）  

 第２条  収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。  

 まず、収入になりますが、第２款事業外収益、こちらについては補正はございま

せん。収入合計が２７万円となっております。  

 続いて、支出です。  

 第款２販売費及び一般管理費は、既決予定額１４１万３ ,０００円に補正予算額

７ ,０００円を増額し、合計１４２万円となっております。こちらはやまゆり工業

団地北側の道路敷にある御代田町土地開発公社の土地と工業団地内にある御代田町

の土地を交換しました。その登記をするための費用に不足が生じておりますので

７ ,０００円の増額を計上しております。  

 支 出 に お け る 補 正 予 算 額 は ７ ,０ ０ ０ 円 の 増 額 で 、 支 出 合 計 ５ ,９ １ ４ 万

８ ,０００円となり、収益的収入支出の差引額はマイナス５ ,８８７万８ ,０００円

となります。なお、この損失額は、今後、やまゆり工業団地の売却額により補填す

る予定でございます。参考に、３８０ページの貸借対照表の中に売却予定額を掲載

しておりますので、また後ほどご覧ください。  

 続いて、３７４ページをお願いいたします。  

 資本的収入及び支出についてでございますが、こちらは補正ありません。  

 次の３７５ページから３７７ページにつきましては、ただいま説明しました補正

予算の実施計画でございます。  

 ３７８ページは補正に伴う資金計画、３７９ページから３８１ページまでが、そ

れぞれ予定の損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書を添付しており
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ますので、後ほどご確認をお願いいたします。  

 説明は以上になります。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、報告事項の説明を終わります。  

 

－－－日程第３５  報告第３号  令和８年度御代田町土地開発公社事業計画及び  

予算の報告について－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３５  報告第３号  令和８年度御代田町土地開発公社事

業計画及び予算の報告についてを議題とします。  

 報告事項の説明を求めます。  

 小林企画財政課長。  

（企画財政課長  小林  靖君  登壇）    

○企画財政課長（小林  靖君）   議案書３８２ページをご覧ください。  

 報告第３号  令和８年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算の報告について  

 令和８年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算を、令和８年２月１３日御代

田町土地開発公社理事会において決定し提出されたので、地方自治法第２４３条の

３第２項により、別紙のとおり報告する。  

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 

御代田町長  小園拓志  

 次の３８３ページは、２月１３日に理事会を開催し、議決をいただいたものでご

ざいます。  

 次の３８４ページをお願いいたします。  

 令和８年度御代田町土地開発公社の事業計画を次のとおりとする。  

 令和８年度の事業計画としましては、御代田町土地開発公社が所有しているやま

ゆり工業団地の売却に向けて土地の所有の整理をしていきます。  

 売却を進めていくに当たり、工業団地内に残っている御代田町所有の土地を土地

開発公社に移行するため、土地の購入と売却を事業計画に示しております。  

 まず、１、用地購入計画でございます。  

 用地名、やまゆり工業団地内水路、２か所計画しております。１つが購入予定面

積９５ .９７ｍ ２、購入予定金額６６万３ ,０５７円です。もう一つが購入予定面積

２９ .４１ｍ２、購入予定金額２０万３ ,１９４円でございます。こちらは、いずれ
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も御代田町が所有している水路用地を購入するものでございます。  

 ２の用地売却計画でございます。  

 用地名、やまゆり工業団地、売却予定面積７ ,７２０ .１０ｍ ２、売却予定金額

１億４ ,０４９万９ ,２０６円でございます。  

 次の３８５ページをお願いいたします。  

 令和８年度御代田町土地開発公社当初予算です。  

 （総則）  

 第１条  令和８年度御代田町土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。  

 （収益的収入及び支出）  

 第２条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 収入になります。  

 第１款事業収益は１億４ ,０４９万９ ,０００円です。こちらはやまゆり工業団地

売却収益でございます。  

 第２款事業外収益は１ ,０００円で預金利子になります。  

 収入合計が１億４ ,０５０万円でございます。  

 次に、支出です。  

 第１款事業原価は１億４ ,０４９万９ ,０００円でございます。やまゆり工業団地

の購入費、造成費用等になります。  

 第２款販売費及び一般管理費は３２万２ ,０００円の計上です。こちらは水路敷

の分筆手数料、役員報酬、法人町県民税を計上してございます。  

 支出合計が１億４ ,０８２万１ ,０００円、収益的収入支出の差引額については、

マイナス３２万１ ,０００円となっております。  

 次に、３８６ページをお願いいたします。  

 （資本的収入及び支出）  

 第３条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 まず、収入はございません。  

 次に、支出です。  

 第 １ 款 資 本 的 支 出 は １ 億 ５ ,１ ７ ０ 万 円 で す 。 こ れ は 借 入 金 の 返 済 額 １ 億

５ ,１７０万円を計上しております。坪谷地７ ,０００万円、こちらは雪窓保育園の

南側の土地になります。それからやまゆり工業団地が８ ,１７０万円でございます。  
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 次の３８７ページから３８９ページにつきましては、ただいま説明しました事業

計画の明細でございます。  

 ３９０ページが当初予算の資金計画、３９１ページから３９３ページがそれぞれ

予定のキャッシュ・フロー計算書、損益計算書、貸借対照表、３９４ページからは

附属明細表となっております。こちらは後ほどご確認をお願いいたします。  

 以上のとおり報告いたします。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、報告事項の説明を終わります。  

 

－－－日程第３６  諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき  

意見を求めることについて－－－    

○議長（内堀喜代志君）   日程第３６  諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてを議題とします。  

 提出者の説明を求めます。  

 内堀保健福祉課長。  

（保健福祉課長  内堀浩行君  登壇）    

○保健福祉課長（内堀浩行君）   議案書の４００ページをお願いいたします。  

 諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  

 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。  

 記としまして、  

 氏名  関久美子氏、中山梨恵子氏であります。住所、生年月日は記載のとおりで

す。  

令和８年２月２７日  提出  

御 代 田 町 長  小 園 拓 志 

 本年６月３０日をもって人権擁護委員２名の任期が満了となります。関氏は再任

として、中山氏は１名が退任するための後任として推薦するものです。  

 任期は、本年の７月１日から令和１１年６月３０日までの３年間となります。  

 説明は以上です。  

○議長（内堀喜代志君）   以上で、提出者の説明を終わります。  

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  
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 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。  

散  会  午後  ３時２６分  


